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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

資産の部

Ⅰ 固定資産

 １ 有形固定資産

287,400,000

536,735,500

▲ 68,011,945 468,723,555

36,608,705

▲ 10,298,726 26,309,979

574,812,257

▲ 158,810,827 416,001,430

1,921,856

▲ 1,517,936 403,920

1,045,523,421

有形固定資産合計 2,244,362,305

 ２ 無形固定資産

27,000

161,903,282

無形固定資産合計 161,930,282

 ３ 投資その他の資産

1,867,100

49,645,914

3,400,000

投資その他の資産合計 54,913,014

2,461,205,601

Ⅱ 流動資産

2,930,051,734

1,339,425,325

▲ 3,013,837 1,336,411,488

22,094,883

12,070,335 34,165,218

4,300,628,440

6,761,834,041

器械備品減価償却累計額

車両減価償却累計額

車両

建設仮勘定

電話加入権

ソフトウェア

その他の資産

長期貸付金

長期前払消費税

現金及び預金

未収金

貸倒引当金

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

貯蔵品

貸　借　対　照　表
（ 平成２９年３月３１日）

科　　目 金額

土地

建物

構築物

器械備品

構築物減価償却累計額

建物減価償却累計額

診療材料

薬品
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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

負債の部

Ⅰ 固定負債

208,915,584

832,146,256

7,372,430

51,191,831

20,314,971

26,365,801 105,245,033

422,313,718 422,313,718

建設改良費負担金債務 565,000,000

2,133,620,591

Ⅱ 流動負債

29,144,692

58,425,834

1,168,042,337

10,590,725

65,016,000 65,016,000

1,331,219,588

3,464,840,179

純資産の部

Ⅰ 資本金

3,168,122,920

3,168,122,920

Ⅱ 利益剰余金

目的積立金 124,420,011

4,450,931

128,870,942

3,296,993,862

6,761,834,041

資産見返負債

長期借入金

貸　借　対　照　表
（ 平成２９年３月３１日）

科　　目 金額

設立団体出資金

当期未処分利益

建設仮勘定見返物品受贈額

賞与引当金

退職給付引当金

引当金

未払金

預り金

引当金

資 本 金 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

一年以内返済予定移行前地方債償還債務

一年以内返済予定長期借入金

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

移行前地方債償還債務

負 債 合 計

資産見返運営費負担金

資産見返補助金等

資産見返物品受贈額
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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

営業収益

医業収益
入院収益 1,079,295,870
外来収益 997,472,616
その他医業収益 114,630,066 2,191,398,552

運営費負担金収益 167,615,000
補助金等収益 14,301,000
資産見返運営費負担金戻入 1,657,260
資産見返補助金等戻入 8,291,267
資産見返物品受贈額戻入 18,585,899

営 業 収 益 合 計 2,401,848,978

営業費用

医業費用
給与費 918,512,277
材料費 631,132,124
経費 538,084,665
減価償却費 137,704,447
研究研修費 3,748,965 2,229,182,478

一般管理費
給与費 69,246,181
経費 26,875,856
研究研修費 193,615 96,315,652

営 業 費 用 合 計 2,325,498,130
76,350,848

営業外収益

運営費負担金収益 3,444,000
財務収益
受取利息 2,813,397 2,813,397

雑収益
その他雑益 3,589,496

営業外収益合計 9,846,893

営業外費用

財務費用
移行前企業債利息 4,288,578
長期借入金利息 876,386 5,164,964

長期前払消費税償却 2,343,209
雑支出 74,066,861

営業外費用合計 81,575,034
4,622,707

臨時損失

固定資産除却損 171,776
臨 時 費 用 合 計 171,776

4,450,931

4,450,931当 期 総 利 益

科　　目 金額

損 益 計 算 書
（平成２８年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日）

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益
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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

材料の購入による支出 ▲ 652,370,334

人件費支出 ▲ 1,010,571,097

医業収入 2,209,028,861

運営費負担金収入 171,059,000

補助金等収入 14,301,000

その他の業務支出 ▲ 680,921,890

その他の業務収入 4,464,850

小計 54,990,390

利息の受取額 4,897,412

利息の支払額 ▲ 5,164,964

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 54,722,838

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券取得による支出 ▲ 2,000,000,000

有価証券の償還による収入 2,000,000,000

有形固定資産の取得による支出 ▲ 199,563,685

無形固定資産の取得による支出 ▲ 158,000,000

運営費負担金収入 516,000

長期貸付による支出 ▲ 1,867,100

その他投資活動による支出 ▲ 33,744,695

　　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 392,659,480

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 217,300,000

長期借入金の返済による支出 ▲ 26,190,534

移行前地方債償還債務の償還による支出 ▲ 38,684,197

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 152,425,269

Ⅳ　資金増加額 ▲ 185,511,373

Ⅴ　資金期首残高 3,115,563,107

Ⅵ　資金期末残高 2,930,051,734

キャッシュ・フロー計算書
（平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日）
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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 4,450,931

当期総利益 4,450,931

Ⅱ 利益処分額

目的積立金

4,450,931 4,450,931　医療機器の整備積立金

利益の処分に関する書類（案）
（平成２９年　６月２７日）

科　　目 金額
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【 地方独立行政法人　芦屋中央病院 】 （単位：円）

Ⅰ 業務費用

（１）損益計算書上の費用
医業費用 2,229,182,478
一般管理費 96,315,652
営業外費用 81,575,034
臨時損失 171,776 2,407,244,940

（２）（控除)自己収入等
医業収益 ▲ 2,191,398,552
営業外収益 ▲ 6,402,893 ▲ 2,197,801,445

業務費用合計 209,443,495

（うち減価償却充当補助金相当額) (28,534,426)

Ⅱ 引当外退職給付増加見積額 3,567,540
（注1）

Ⅲ 機会費用
地方公共団体出資金等の機会費用 2,122,642 2,122,642
 (注2）

Ⅳ 行政サービス実施コスト 215,133,677

（注1）芦屋町からの事務派遣職員7名分の退職給付増加額を計上しています。
（注2）芦屋町出資金等の機会費用の計算に利用した利率については、10年利付国債（新発債）の
　　　 平成29年3月末における利回り（0.067％）を参考に計算しております。

行政サービス実施コスト計算書
（平成２８年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日）

科　　目 金額

-6-



注記事項

Ⅰ 重要な会計方針

 １．運営費負担金収益の計上基準

   期間進行基準を採用しております。

   ただし、移行前地方債償還債務及び長期借入金利息償還金に要する経費については、費用

進行基準を採用しております。

 ２．減価償却の会計処理方法

   有形固定資産

   定額法を採用しております。

   主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

   建物   ２～２８年

   構築物  ２～１２年

   器械備品 ２～１０年

   車両   ２～３年

 ３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

   職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。

   なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末

に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除

して計算しております。

 ４．貸倒引当金の計上基準

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しており

ます。

 ５．賞与引当金の計上基準

   職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。

 ６．たな卸資産の評価基準及び評価方法

   貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法による。

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

 ７．消費税等の会計処理  

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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Ⅱ 貸借対照表関係 

 引当外退職給付見積額 41,178,802 円 

   （引当外退職給付見積額は、芦屋町からの派遣職員の退職手当要支給額相当額） 

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係 

  資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び預金勘定   2,930,051,734 円 

   資金期末残高     2,930,051,734 円 

Ⅳ 退職給付関係 

 １．採用している退職給付制度の概要 

当法人は、職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けている。退職給付引当金

及び退職給付費用は簡便法により計算しております。

２．確定給付制度

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金 467,420,017

退職給付費用 3,430,375

退職給付の支払額 △ 48,536,674

期末における退職給付引当金 422,313,718

 （２）退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用 3,430,375 

Ⅴ オペレーティング・リース取引関係 

   該当ありません。 

Ⅵ 金融商品関係 

１．金融商品の状況に関する事項 

   当法人は、資金運用については、預金、国債、地方債、政府保証債及び譲渡性預金に限定

し、また、資金調達については、設立団体である芦屋町からの借入れにより実施しておりま

す。 

 ２．金融商品の時価等に関する事項 

   当事業年度末日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、重要性が乏しいものについては、注記を省略しております。 
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                                      （単位：円） 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）現金及び預金 2,930,051,734 2,930,051,734 - 

（2）未収金（貸倒引当金控除後） 1,336,411,488 1,336,411,488 - 

資産計 4,266,463,222 4,266,463,222 - 

（3）移行前地方債償還債務（※1） 238,060,276 264,237,092 (26,176,816)

（4）長期借入金（※2） 890,572,090 892,312,106 (1,740,016)

（5）建設改良費負担金債務 565,000,000 565,000,000 - 

（6）未払金 1,168,042,337 1,168,042,337 - 

負債計 2,861,674,703 2,889,591,535 (27,916,832)

（※1）一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。 

（※2）一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。 

（注）金融商品の時価の算定方法 

（資 産） 

 （1）現金及び預金（2）未収金 

   これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

（負 債） 

 （3）移行前地方債償還債務（4）長期借入金（5）建設改良費負担金債務 

   これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される

利率で割り引いて算定する方法により算定しております。 

 （6）未払金 

   未払金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

Ⅶ 固定資産の減損関係 

１．固定資産のグルーピング方法 

芦屋中央病院（附帯事業を含む。）の運営に用いている固定資産を１つの資産グループとし

たうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして取り扱っておりま

す。 

２．共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法 

      当法人は単一の資産グループしか有していないことから、共用資産については該当ありま

      せん。 
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附　属　明　細　書

-11-



（１）固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細

（単位：円）

当期償却額 当期損益内 当期損益外

有形固定資産 建物 514,741,500 21,994,000 0 536,735,500 68,011,945 34,478,148 0 0 0 468,723,555

（償却費損益内） 構築物 36,608,705 0 0 36,608,705 10,298,726 5,149,363 0 0 0 26,309,979

器械備品 367,688,972 208,372,685 1,249,400 574,812,257 158,810,827 92,842,060 0 0 0 416,001,430

車両 1,921,856 0 0 1,921,856 1,517,936 758,968 0 0 0 403,920

計 920,961,033 230,366,685 1,249,400 1,150,078,318 238,639,434 133,228,539 0 0 0 911,438,884

土地 287,400,000 0 0 287,400,000 0 0 0 0 0 287,400,000

建設仮勘定 91,456,061 954,067,360 1,045,523,421 0 0 0 0 0 1,045,523,421

計 378,856,061 954,067,360 0 1,332,923,421 0 0 0 0 0 1,332,923,421

有形固定資産合計 土地 287,400,000 0 0 287,400,000 0 0 0 0 0 287,400,000

建物 514,741,500 21,994,000 0 536,735,500 68,011,945 34,478,148 0 0 0 468,723,555

構築物 36,608,705 0 0 36,608,705 10,298,726 5,149,363 0 0 0 26,309,979

器械備品 367,688,972 208,372,685 1,249,400 574,812,257 158,810,827 92,842,060 0 0 0 416,001,430

車両 1,921,856 0 0 1,921,856 1,517,936 758,968 0 0 0 403,920

建設仮勘定 91,456,061 954,067,360 0 1,045,523,421 0 0 0 0 0 1,045,523,421

計 1,299,817,094 1,184,434,045 1,249,400 2,483,001,739 238,639,434 133,228,539 0 0 0 2,244,362,305

ソフトウェア 10,485,100 158,000,000 0 168,485,100 6,581,818 4,475,908 0 0 0 161,903,282

電話加入権 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000

計 10,512,100 158,000,000 0 168,512,100 6,581,818 4,475,908 0 0 0 161,930,282

投資その他の資産 長期前払消費税 15,901,219 36,087,904 0 51,989,123 2,343,209 2,343,209 0 0 0 49,645,914

その他の資産 3,400,000 0 0 3,400,000 0 0 3,400,000 ゴルフ会員権

計 19,301,219 36,087,904 0 55,389,123 2,343,209 2,343,209 0 0 0 53,045,914

（注1）期首残高には、設立団体から承継又は無償譲渡を受けた資産を記載しています。
（注2）当期増加額の主なものは次のとおりです。

（器械備品） 電子カルテシステム（ハードウェア） 144,900,000 円 （建設仮勘定） 新病院建設に伴う法面工事 76,000,000 円

乳房撮影装置 25,800,000 円 新病院建設に伴う建築確認申請申請手数料 1,299,000 円

薬袋発行システム 7,440,000 円 新病院建設に伴う建設工事 855,546,360 円

(ソフトウェア） 電子カルテシステム（ソフトウェア） 158,000,000 円 新病院建設に伴う建設工事管理委託料 21,222,000 円

無形固定資産

非償却資産

資産の種類 摘要
減損損失累計額

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
差引当期末残

高

減価償却累計額

-
1
2
-



（２）たな卸資産の明細

（単位：円）

当期購入・振替 その他 払出・振替 その他

薬品 21,491,672 484,320,200 0 483,716,989 0 22,094,883

診療材料 12,911,999 66,463,095 0 67,304,759 0 12,070,335

計 34,403,671 550,783,295 0 551,021,748 0 34,165,218

摘要
当期増加額 当期減少額

種類 期首残高 期末残高

-
1
3
-



（３）長期貸付金の明細
（単位：円）

回収額 償却額

看護学生奨学金貸付 540,000 840,000 0 540,000 840,000 （注）

資格取得奨学金貸付 0 1,027,100 0 0 1,027,100

計 540,000 1,867,100 0 540,000 1,867,100

（注）当期減少額の償却額は所定の要件を満たしたことによる返済の免除額であります。

摘要
当期減少額

区分 期首残高 当期増加額 期末残高

-
1
4
-



（４）長期借入金の明細

（単位：円）

銘柄 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 利率(%) 償還期限 摘要

平成20年度 財政融資資金 医療機器整備事業 7,009,993 1,365,902 5,644,091 1.300% 平成33年3月 （注）

平成21年度 財政融資資金 増築及び改造事業 24,360,186 3,939,570 20,420,616 1.200% 平成34年3月 （注）

平成22年度 財政融資資金 増築及び改造事業 12,225,937 1,485,880 10,740,057 0.800% 平成36年3月 （注）

平成22年度 財政融資資金 医療機器整備事業 28,913,894 3,514,050 25,399,844 0.800% 平成36年3月 （注）

平成23年度 財政融資資金 増築及び改造事業 2,369,703 2,369,703 0 0.300% 平成28年9月 （注）

平成23年度 財政融資資金 医療機器整備事業 1,989,656 1,989,656 0 0.300% 平成28年9月 （注）

平成24年度 財政融資資金 増築及び改造事業 9,789,275 4,889,745 4,899,530 0.200% 平成30年3月 （注）

平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業 8,056,066 2,679,989 5,376,077 0.200% 平成31年3月 （注）

平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業 15,847,914 3,956,039 11,891,875 0.100% 平成32年3月 （注）

平成27年度 増築及び改造事業 20,300,000 20,300,000 0.100% 平成33年3月

平成27年度 医療機器整備事業 52,700,000 52,700,000 0.100% 平成33年3月

平成27年度 医療機器整備・増築及び改造事業 73,100,000 73,100,000 0.100% 平成33年3月

平成28年度 医療機器整備 0 217,300,000 217,300,000 0.100% 平成34年3月

平成28年度 増築及び改造事業 0 442,800,000 442,800,000 0.300% 平成54年3月

計 256,662,624 660,100,000 26,190,534 890,572,090

（注） 地方独立行政法人化前に過疎債を原資として一般会計から受けていた繰入について、法人化を機に、過疎債の償還予定に合わせて設立団体に

　　　　償還するとともに、元利償還金の一定割合を設立団体から受け入れる形に見直しております。

-
1
5
-



（５）移行前地方債償還債務の明細

（単位：円）

銘柄 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 利率(%) 償還期限 摘要

平成10年度 財政融資資金 増築及び改造事業 32,424,314 2,405,087 30,019,227 1.300% 平成40年9月

平成11年度 財政融資資金 増築及び改造事業 192,317,449 12,031,402 180,286,047 2.000% 平成42年3月

平成23年度 遠賀信用金庫 増築及び改造事業 5,343,747 5,343,747 0 0.550% 平成29年3月

平成23年度 遠賀信用金庫 医療機器整備事業 4,486,729 4,486,729 0 0.550% 平成29年3月

平成24年度 財政融資資金 医療機器整備事業 12,212,196 6,103,045 6,109,151 0.100% 平成30年3月

平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業 10,060,038 3,346,645 6,713,393 0.200% 平成31年3月

平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業 19,900,000 4,967,542 14,932,458 0.100% 平成32年3月

計 276,744,473 0 38,684,197 238,060,276

-
1
6
-



（６）引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 467,420,017 3,430,375 48,536,674 422,313,718

賞与引当金 67,191,000 65,016,000 67,191,000 65,016,000

貸倒引当金 4,277,192 998,760 264,595 3,013,837

計 538,888,209 68,446,375 116,726,434 264,595 490,343,555

（注）貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しています。

区分 期首残高 当期増加額 期末残高 摘要
当期減少額

-
1
7
-



（７）資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

設立団体出資金 3,168,122,920 0 0 3,168,122,920

計 3,168,122,920 0 0 3,168,122,920

区分

資
本
金

-
1
8
-



（８）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　① 積立金及び目的積立金の明細

（単位：円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

医療機器の整備積立金 0 100,000,000 0 100,000,000

病院施設の整備・改修積立金 0 24,420,011 0 24,420,011

合　計 0 124,420,011 0 124,420,011

※当期増加額は平成２７年度の利益処分によるもの。

　② 目的積立金の取り崩しの明細

　　平成２８年度は該当ありません。

-
1
9
-



（９）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務
（単位：円）

運営費負担金
収益

資産見返運営費
負担金

資本剰余金 小計

平成28年度 － 171,575,000 171,059,000 516,000 － 171,575,000 －

合計 － 171,575,000 171,059,000 516,000 － 171,575,000 －

②運営費負担金収益
（単位：円）

業務等区分 平成28年度負担 合計

期間進行基準 167,615,000 167,615,000

費用進行基準 3,444,000 3,444,000

摘要

当期振替額

交付年度 期首残高
負担金当期負担

額
期末残高

-
2
0
-



（１０）地方公共団体等からの財源措置の明細

　補助金等の明細
（単位：円）

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返
補助金等

資本剰余金
長期預り
補助金等

収益計上

芦屋町競艇事業会計補助金 14,301,000 － － － － 14,301,000

合計 14,301,000 － － － － 14,301,000

左の会計処理内容

摘要区分 当期交付額

-
2
1
-



（１１）役員及び職員の給与の明細

支給額 支給人数 支給額 支給人数

円 人 円 人

0 0 0

(300,000) (2) (0) (0)

824,627,465 127 48,536,674 5

(236,031,366) (113) (0) (0)

824,627,465 127 48,536,674 5

(236,331,366) (115) (0) (0)

（注１）　支給額及び支給人数
　　　　　　　非常勤職員については、外数として（　　）内に記載しています。
　　　　　　　また、支給人数については平均支給人数で記載しています。
（注２）　役員報酬基準及び職員給与基準の概要
　　　　　　　役員報酬については、「地方独立行政法人芦屋中央病院役員報酬等規程」に基づき支給しています。
　　　　　　　職員については、「地方独立行政法人芦屋中央病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人芦屋中央病院
　　　　　　　臨時職員に関する規程」に基づき支給しています。
（注３）　法定福利費
　　　　　　　上記明細には法定福利費は含めておりません。

合計

報酬又は給与 退職給与
区分

職員

役員

-
2
2
-



（１２）医業費用及び一般管理費の明細

医業費用

給与費

医師給 123,529,200

看護師給 240,839,484

医療技術員給 122,991,684

医師手当 65,693,349

看護師手当 112,619,701

医療技術員手当 50,069,318

賞与引当金繰入額 58,550,000

法定福利費 140,789,166

退職給付費用 3,430,375 918,512,277

材料費

薬品費 496,793,189

診療材料費 102,580,494

給食材料費 26,691,614

営繕材料費 45,236

医療消耗備品費 5,021,591 631,132,124

経費

厚生福利費 540,000

旅費交通費 73,661

職員被服費 615,860

消耗品費 8,814,711

消耗備品費 596,698

光熱水費 37,627,942

燃料費 10,778,309

食糧費 8,847

印刷製本費 1,837,476

修繕費 26,359,923

賃借料 13,467,296

通信運搬費 2,152,020

委託料 177,206,305

保険料 3,153,314

交際費 100,000

諸会費 2,228,446

公租公課費 15,700

使用料 9,897,034

雑費 242,875,718

貸倒引当金繰入額 ▲ 264,595 538,084,665

減価償却費

有形減価償却費 133,228,539

無形減価償却費 4,475,908 137,704,447

研究研修費

報償費 74,075

旅費交通費 1,464,005

図書費 1,374,741

研究雑費 836,144 3,748,965

医業費用合計 2,229,182,478

科　　目

（単位：円）

金　　額

-23-



（単位：円）

一般管理費

給与費

事務員給 38,459,880

事務員手当 18,281,201

賞与引当金繰入額 1,520,000

報酬 406,400

法定福利費 10,578,700 69,246,181

経費

厚生福利費 796,297

旅費交通費 70,994

消耗品費 128,720

食糧費 49,851

印刷製本費 328,000

賃借料 2,855,857

委託料 7,560,436

交際費 676,692

雑費 14,409,009 26,875,856

研究研修費

旅費交通費 147,588

図書費 22,600

研究雑費 23,427 193,615

一般管理費用合計 96,315,652

科　　目 金　　額

-24-



（１３）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（現金及び預金の内訳） （単位：円）

区分 期末残高 摘要

現金 600,050

普通預金 629,451,684

定期預金等 2,300,000,000

合計 2,930,051,734

（未収金の内訳） （単位：円）

区分 期末残高 摘要

入院未収金 171,526,072

外来未収金 146,238,710

その他医業未収金 10,909,330

医業外未収金 2,951,213

長期借入金未収金 442,800,000

その他未収金（資本的収入） 565,000,000

合計 1,339,425,325

（未払金の内訳） （単位：円）

区分 期末残高 摘要

材料費未払金 100,951,663

給与費未払金 45,186,838

経費未払金 36,493,176

建設改良費未払金 984,870,360

その他未払金 540,300

合計 1,168,042,337

（建設改良費負担金債務の内訳） （単位：円）

区分 期末残高 摘要

平成28年度（医療機器整備） 122,300,000

平成28年度（増築及び改造事業） 442,700,000

合計 565,000,000

-25-



決 算 報 告 書

資料３



【地方独立行政法人　芦屋中央病院】 （単位:円）

当初予算 決算額 差額 備考

　収　入

営業収益 2,408,345,000 2,378,058,231 ▲ 30,286,769

医業収益 2,218,906,000 2,196,142,231 ▲ 22,763,769

運営費負担金収益 174,633,000 167,615,000 ▲ 7,018,000

その他営業収益 14,805,000 14,301,000 ▲ 504,000

営業外収益 9,450,000 10,097,306 647,306

運営費負担金収益 3,443,000 3,444,000 1,000

その他営業外収益 6,007,000 6,653,306 646,306

資本収入 1,225,100,000 1,225,616,000 516,000

長期借入金 672,400,000 660,100,000 ▲ 12,300,000

運営費負担金収益 0 516,000 516,000

その他の資本収入 552,700,000 565,000,000 12,300,000

その他の収入 0 0 0

3,642,895,000 3,613,771,537 ▲ 29,123,463

　支　出

営業費用 2,308,813,000 2,308,901,348 88,348

医業費用 2,214,111,000 2,211,488,684 ▲ 2,622,316

給与費 964,209,000 964,267,096 58,096

材料費 686,026,000 681,305,619 ▲ 4,720,381

経費 563,876,000 565,915,969 2,039,969

一般管理費 94,702,000 97,412,664 2,710,664

給与費 67,582,000 69,280,309 1,698,309

経費 27,120,000 28,132,355 1,012,355

営業外費用 5,056,000 6,924,664 1,868,664

資本支出 1,449,276,000 1,446,325,210 ▲ 2,950,790

建設改良費 1,382,602,000 1,379,583,379 ▲ 3,018,621

償還金 64,875,000 64,874,731 ▲ 269

その他資本支出 1,800,000 1,867,100 67,100

その他の支出 0 0 0

3,763,145,000 3,762,151,222 ▲ 993,778

　　　単年度資金収支（収入-支出） ▲ 120,250,000 ▲ 148,379,685 ▲ 28,129,685

（注）損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。

（1）損益計算書の営業収益に計上されている資産見返運営費負担金戻入は決算額に含んでおりません。

（2）損益計算書の臨時利益と臨時損失は、決算額に含んでおりません。

（3）損益計算書の営業費用の医業費用に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。

（4）決算額には、消費税及び地方消費税が、含まれております。

平成２８年度決算報告書

区分

　計

　計

-1-



資料４ 
地方独立行政法人 芦屋中央病院事業報告書 

■地方独立行政法人 芦屋中央病院の概要 

１．現況 

① 法人名    地方独立行政法人 芦屋中央病院 

② 所在地    遠賀郡芦屋町大字芦屋2516番地19 

③ 役員の状況 

（平成29年3月 31日現在） 

役職名 氏名 備考 

理 事 長 櫻井 俊弘 病院長 

副理事長 井下 俊一 副院長 

理  事 竹井 安子 看護部長 

理  事 森田 幸次 事務局長 

監  事 能美 雅昭 税理士 

監  事 藤江 宣喜 元芦屋町監査 

④ 設置・運営する病院 

  別表のとおり 

⑤ 職員数（平成29年3月31日現在） 

240人（正職員128人、臨時職員112人） 

２．芦屋中央病院の基本的な目標等 

地方独立行政法人芦屋中央病院は、町内唯一の入院機能を有する病院として地域医療の中心的

役割を担い、その機能を発揮するため、医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応した病

院運営を心がけ、医療・介護・保健・福祉のサービスを一体的かつ体系的に提供することを目指

す。 

また、これまで以上に良質で安全安心な医療を提供し、「地域住民に信頼される病院」「地域医

療機関に信頼される病院」「職員に信頼される病院」の３つの理念のもとに、地域に根ざした医

療の充実を図る。 
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（別表） 

病院名 芦屋中央病院 

主な役割及び機能 
救急告示病院 

休日夜間救急輪番制病院 

所在地 遠賀郡芦屋町大字芦屋2516番地19 

開設年月日 
昭和51年 10月1日（町立芦屋中央病院） 

平成27年 4月 1日（地方独立行政法人芦屋中央病院） 

病床数 137床（一般病床97床、療養病床40床） 

診療科目 

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、外科 

整形外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、

小児科、眼科、耳鼻咽喉科 

病院敷地面積 18,556.94㎡ 

建物規模 

鉄筋コンクリート造5階建 

建築面積   5,098.81㎡ 

延床面積  11,988.85㎡ 
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■全体的な状況 

１．総括と課題 

  平成 28 年度も一般病床と療養病床のケアミックス型を堅持し、高齢化が進む地域住民の医

療ニーズに対応した。 

平成 27 年度に地域医療連携室（総合相談窓口）、居宅支援事業所、訪問看護ステーション、

訪問リハビリテーションを在宅支援室として独立させたが、平成 28 年度は通所リハビリテー

ションを加え、地域医療連携室（総合相談窓口）、在宅支援室（居宅支援事業所、訪問看護ス

テーション）、在宅リハビリテーション（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション）

の３部門からなる患者支援センターとして組織変更し、さらなる在宅支援の充実を図った。 

  また、平成28年度は「オーダーリング・電子カルテの導入」「ISO9001認証取得」「緩和ケア

病床の設置」を新病院に向けた重要事業と位置づけ、その準備に取り組んだ。 

  医療機能・患者サービスの向上、経営安定のために必要な医療従事者の確保については、看

護師４人、薬剤師１人、理学療法士２人、臨床工学技師２人の計９人を増員することができた。 

  医業収益は前年度に比べ、5千 9百万円の増となった。入院については、介護療養病床の患

者が前年度に比べ約40％減少し収益が約5千万円減少したが、一般病床及び医療療養病床の収

益は約3千5百万円の増だったため、１千5百万円の減となった。外来収益は約7千百万円の

増となった。その他の医業収益については約3百万円の増となった。 

費用は、職員の採用により、人件費が前年度に比べ約7千3百万円増加した。材料費・経費

は患者数、手術の増加、臨時職員の採用により前年度に比べ約6千8百万円増加した。減価償

却費については、平成27年度購入の高額医療機器の償却開始により2千8百万円増加した。 

経常収支としては、病院収益約24億1千1百万円、病院費用約24億7百万円、経常利益約

5百万円となり、前年度に比べ約 1億2千万円の減益ではあるものの黒字経営を継続すること

ができた。 

  平成 28 年度は新病院建設工事着工、電子カルテ導入、優秀な人材の確保等、新病院に向け

て投資の年であった。平成 29 年度も新病院の建設、新病院に設置する高額医療機器の購入、

医療機器や備品の更新、電子カルテのランニングコスト、引越し費用、優秀な人材の確保等の

費用の増加が見込まれ、今年度以上に厳しい状況が予想される。新病院への先行投資として必

要不可欠ではあるが、安易な支出にならないよう、費用対効果や必要度を十分検討する。また、

平成 29 年度は常勤医師が 4名増えることや、電子カルテ導入によりデータ提出加算が可能に

なることから、収益の増加を期待するところである。 

  新病院については、平成 28 年 9月に建設業者の選定をし、着工した。平成29年 12 月の竣

工に向け予定どおり工事が進んでいる。また、現病院の備品等の品目や数、移設の可否の調査

を行い、できるだけ既存品を利用するようヒアリングを行い、新病院で必要な高額医療機器を

はじめとする備品について整理した。 

２．大項目ごとの特記事項 

（１）住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する取組み 

   町内唯一の入院機能を有する医療機関としての役割を果たすべく、急性期機能の一般病床

と慢性期機能の療養病床により、地域住民の幅広い医療ニーズに対応した。 

在宅支援についても、通所リハビリテーションを開始するなど、さらなる充実に努めた。

町と連携・協力している特定健診やがん検診を実施し、地元企業における健診（企業健診）

も積極的に行った。 

医療従事者の確保については、念願の薬剤師や平成27年度に始めた看護学生奨学金制度を

受けた新卒看護師を含めた9人を増員した。 

緩和ケアの施設基準である第三者の評価について院内で検討した結果、良質な医療を均質
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なレベルで提供するための仕組みを構築できるIS09001が当院には適していると判断し、平

成29年度の認証取得に向け準備を始めた。 

患者ニーズ把握のため患者満足度調査を実施した。その中で不満の高かった項目は、外来

における待ち時間であった。待ち時間短縮のためにもオーダーリング・電子カルテの導入を

最重要事業とし、職員一丸となって取り組んだ。 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する取組み 

   運営会議（毎週 1回）、管理者全体会議（月 1 回）、実務者会議（月1 回）、若手職員のワ

ーキンググループ（月1回）を開催し、病院の報告・決定事項について意思統一を図るとと

もに、懸案事項について検討され、各層から病院に対する意見が運営会議に集約される体制

を継続するとともに、新病院に向け、より組織的な体制にするための検討を始めた。 

また、「IT 導入委員会」「ISO 推進委員会」「緩和ケア検討委員会」を設置し、それぞれに

特化した活動を行った。 

   職員の人材育成を目的とした人事考課制度の導入に向け、被評価者研修や人事評価を試行

し、集計・分析を行った。 

   職員は院内・院外において研修を行い、知識の深化に努めた。看護部はｅ-ラーニングに

よる研修を導入し、全看護師が受講した。また、認定看護師の資格取得を推進するため、認

定看護師資格取得に関する奨学金貸付規程を整備した。平成 29 年度は奨学金を利用し「皮

膚排泄ケア看護認定看護師」の資格を取得する予定である。 

（３）財政内容の改善に関する取組み 

   平成28年度も、平成12年度より継続している黒字経営を維持することを目指し、病院経

営を行った。 

   収入については、保険診療は診療報酬改定の年となり、施設基準や加算要件の変更に対す

る対策や新たに取得できる加算の検討を行い、収入を確保した。介護報酬についても通所リ

ハビリテーションを開始し、増収した。また、電子カルテを導入したことで、平成 29 年度

にはデータ提出加算を取り、地域包括ケア病床の導入を検討している。 

   支出については、前年度と同様に単価の見積り競争及び価格交渉を行うとともに、安価な

後発医薬品（ジェネリック薬）の使用を拡大し節減に努めた。高額医療機器については保守

委託等のランニングコストを含めた総合的な価格での購入を行い、将来的な費用の削減を図

った。 

（４）その他業務運営に関する重要事項に関する取組み 

新築移転については、基本設計・実施設計完成に伴い、ホームページ掲載や住民説明会の

実施により町民へ周知した。建設工事は、平成28年 9月に着工し、平成29年 12月の竣工

に向けて、予定どおりに進んでいる。また、現病院の備品等の品目や数、移設の可否の調査

を行い、できるだけ既存品を利用するようヒアリングを行い、新病院で必要な備品等につい

て整理した。 

   国民健康保険診療施設としての役割を引き継ぎ、国民健康保険被保険者に対し、特定健診

及びがん検診等を行うとともに、総合相談窓口を設置し、医療・介護・保健・福祉の相談に

専門性を用い対応した。 
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■項目別の状況 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 １ 医療サービス 

 （１）地域医療の維持及び向上 

    平成 28 年度も一般病床 97 床、療養病床 40 床のケアミックス型の病院として急性期と

慢性期の医療を行った。 

急性期医療としては、4 人の専門医を有する消化器科が内視鏡検査や治療を行い、高度

な医療を提供した。整形外科は、平成27年度から開始したスポーツ専門整形外科が周知さ

れ、患者数や手術件数が増加した。同日に2例以上の手術に対応するべく、手術機器の購

入を行い、術後の患者への早期リハビリに対応するためスポーツリハビリテーションを行

う理学療法士を採用した。 

    慢性期医療としては、医療型療養病床と介護型療養病床（ショートステイ）を併せ持つ

当院の特徴を活かし、患者の状況に合わせ高齢化が進む地域住民のニーズに対応した。 

    当院は高齢の入院患者が多いため、虫歯や歯周病の予防、摂食・嚥下障害の予防改善の

ため、町内の歯科医師の協力を受け、口腔ケアを実施した。 

    外来の常勤医師不在の診療科については、引き続き大学病院からの非常勤医師により診

療を維持し、常勤医師の確保や現在休診している耳鼻咽喉科及び新設予定の皮膚科の医師

確保についても、大学病院を訪問し派遣依頼を行った。 

    がん治療については、近隣の高度急性期病院治療後の患者の受け入れが、平成 27 年度

の月平均約5人から月平均約7人に増えた。 

    また、新築移転後の病院での外来化学療法の充実や緩和ケア機能の整備に向けて、緩和

ケア新規開設の経験者をアドバイザーとして迎え、準備を進めるとともに緩和ケア病床を

有する病院への視察を行った。 

 （２）在宅医療及び介護までの総合的なサービスの提供【重点項目】 

   通所リハビリテーション開設に伴い、在宅支援部門の改変を行った。在宅リハビリテー

ション室（訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション）、在宅支援室（居宅介護

支援事業所・訪問看護ステーション）、地域医療連携室（総合相談窓口）の３部門から構

成される患者支援センターとし、さらなる在宅支援の充実を図った。

職員は地域ケア会議をはじめとする近隣の医療機関や施設、介護支援専門員等の集まる

会議に積極的に参加するとともに、各関係機関に対し訪問や情報提供を行い連携の深化に

努めた。 

また、地域医療連携室の社会福祉士を病棟担当制にしたことにより、当院の入院患者をスム

ーズに在宅療養に移行できる体制となった。 

    ① 訪問看護ステーション 

訪問看護利用者数は597人で前年度より22人の増、利用回数は3,791回で前年度よ

り 769 回の増となった。計画と比べると、利用者数は下回ったが利用回数は大幅に上

回る結果となった。これは近隣の介護支援専門員を訪問し、看取りについて説明を行

うことでターミナルケアの患者が増えたことや、当院の社会福祉士との連携で入院患

者を在宅療養にスムーズに移行できていること、土日に訪問する患者が増えたことが

要因である。 
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② 訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーション利用件数は1,203回で前年度より71回の減となったが、計

画は上回る結果となった。前年度より減となった要因は、入院や通所リハビリテーシ

ョンに移行した利用者がいたためである。 

    ③ 居宅介護支援事業所 

平成 27 年度に介護支援専門員を増員したことから利用者が徐々に増加したことや、

社会福祉士との連携により、平成28年度の居宅介護支援事業所利用者数は1,722人で前

年度より243人増となり、計画よりも上回る結果となった。

    ④ 通所リハビリテーション 

平成28年 4月1日より開設した通所リハビリテーションは、平日午前の1時間から

2時間を１単位とし、定員20名でスタートし、同年10月より定員30名に増員した。 

初年度は利用件数 3,671 件となり、計画を大幅に上回る結果となった。これは外来

受診から通所リハビリテーションへ移行した患者が想定より多かったことや、他の事

業所の介護支援専門員からの紹介があったためである。 

指 標 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

訪問看護利用者数 545人 575人 605人 597人 △8人

訪問看護利用回数 2,934回 3,022回 2,905回 3,791回 ＋886回

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ看護師数 3人 3人 3人 3人 0人

訪問リハビリ利用件数 943件 1,274件 1,050件 1,203件 ＋153件

居宅介護支援事業所利用者数 1,326人 1,479人 1,475人 1,722人 ＋247人

居宅介護支援事業所職員数 3人 4人 4人 4人 0人

通所リハビリ利用件数 － － 2,430件 3,655件 1,225件

 （３）地域医療連携の推進【重点項目】 

    平成 27 年度に常勤の社会福祉士を増員したことから人員が安定し、より連携の深化や

迅速な対応が可能となった。全体の受入件数は 679 件で前年度より 35 件の増となり、計

画よりも 99 件上回った。特に福祉・介護施設等からの患者は前年度に比べ 40％（61 件）

増えた。しかし、基幹病院からの受入件数が前年度から 56 件、計画より 5 件減少してい

る。基幹病院は地域包括ケア病床へ優先的に紹介する傾向にあり、近隣に地域包括ケア病

床を有する病院が増えたことから、当院への紹介が減少したと考えられる。当院も基幹病

院からの紹介患者を増やすため平成29年度中の地域包括ケア病床の設置を検討している。 

また、紹介率(※)は前年度及び計画を下回っている。これは、福祉・介護施設等からの受

入が多く、紹介状によるものではないことから、紹介率の計算に反映されていないことや、

救急車搬入患者が減少したためである。 

（※）紹介率：紹介患者＋救急車搬入患者／初診患者 
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指 標 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

入
院

紹介率 34.5％ 34.2％ 38％ 33.3％ △4.7％

基幹病院からの受入件数 220件 251件 200件 195件 △5件

上記以外の医療機関からの受入件数 270件 243件 270件 273件 ＋3件

介護施設からの受入件数 127件 150件 110件 211件 ＋101件

地域医療連携会参加回数 7回 6回 7回 8回 ＋1回

地域医療連携会参加人数 21人 12人 14人 21人 ＋7人

（４）救急医療への取組 

    平成28年度の救急車による患者の受け入れは91件、時間外の患者の受け入れは715件

となり、前年度と比べともに減少した。時間外の受入れ患者数は大差ないが、救急車によ

る受入れ患者数は大きく減少しており、そもそもの搬送依頼件数が減少していた。当院は

介護施設等からの救急搬送が多いが、平成 28 年度は介護施設等と連携を取り、入所者の

病状が重症化する前に来院、入院とすることで、介護施設等からの救急搬送が減少してい

ることが考えられる。 

今後も、できるかぎり搬送依頼に応えるべく、対応可能な患者を受け入れ、救急告示病

院としての役割を果たす。 

また、搬送依頼を断った履歴を調べたが増えているわけではない。 

今後も、できるかぎり搬送依頼に応え、対応可能な患者を受入れ、救急告示病院として

の役割を果たして行く。 

   ※参考 救急車による患者：平成26年度 125件、平成27年度 148件 

       時間外患者   ：平成26年度 715件、平成27年度 742件 

 （５）災害時等における医療協力 

    平成28年4月の熊本地震をはじめ、平成28年度は近隣で地震が発生した。当院では大

きな被害はなかったものの、地震発生時に影響があったことについては各部署が報告書を

提出し集約した。この中で課題となった点を踏まえ、災害対策マニュアルを見直し、一部

を変更した。災害対策マニュアルは地方独立行政法人以前からのもので、町の防災計画に

関わることから、大きな見直しについては町と調整のうえ、新病院移転後に整備すること

とした。 

    また、2人の看護師が福岡県看護協会の災害支援ナース(※)に登録した。 

（※）災害が発生し看護師が必要な場合に看護協会を通じて被災地への派遣要請がある。 

 （６）予防医療への取組 

    町民の健康維持・増進のため、町と連携・協力して、特定健診及び胃がん・大腸がん・

肺がん・前立腺がん・乳がん検診及び骨密度検査を引き続き実施した。 

胃カメラ検診は、町からの検診回数増の要望を受け、平成27年度から大幅に増やし、引

き続き平成28年度も週4回～5回の頻度で実施した。乳がん検診は検診回数を増やし、個

別検診ができるよう改善した。 

がん検診の前年度比については、胃がん検診は82件（13.7％）、大腸がん検診は125件

（22.2％）、肺がん検診は12件（2.5％）乳がん検診は78件（22.7％）の減少、骨密度検

査 12 件（17.6％）の増加、前立腺がんは前年度と同様となった。前年度に比べ件数が減

少していることについては、胃がん検診は協会けんぽでの受診に移行した受診者がいるこ

と、大腸がん検診は無料クーポンの配付が無くなったこと、乳がん検診は隔年受診のため
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波があることが考えられる。 

特定健診は524件となり前年度に比べ16件減少した。町は未受診者への訪問やチラシの

配付等を行っているが、特定健診が減少している（増えない）ことについて、特定健診対

象者の数が減少していることや新規受診者の開拓ができていないこと、特定健診を受けて

いた方が75歳となり対象から外れたことが考えられるとのことであった。 

平成 29 年度は受診件数アップに向けて、健診未受診者のうち生活習慣病で治療中の約

800 人を訪問する計画があり、その際に健診未受診の理由を調査する予定がある。調査結

果を受け、病院として対処できる要因があれば対応し、特定健診・がん検診の件数増加に

協力する。 

特定健診や町のがん検診の件数は前年度に比べ減少したが、企業健診や協会けんぽ等を

積極的に受け入れ、平成 28 年度の受診件数は 1,260 件で前年度の 1,181 件に比べ 79 件

（6.7％）増加した。また、協会けんぽでの胃カメラ検診の回数を増やし、平成 28 年度は

181件となり、前年度の85件に比べ96件（112.9％）増加した。

指 標 26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

特定健診件数 572件 540件 650件 524件 △126件

胃がん検診件数 406件 599件 490件 517件 ＋27件

大腸がん検診件数 473件 562件 605件 437件 △168件

肺がん検診件数 468件 488件 840件 476件 △364件

前立腺がん検診件数 195件 167件 200件 167件 △33件

乳がん検診件数 244件 344件 340件 266件 △74件

骨密度検査件数 105件 68件 135件 80件 △55件

（７）地域包括ケアの推進 

    地域住民に医療、介護、予防、住まい（在宅）を切れ目なく、継続的かつ一体的に提供

できるよう患者支援センター（地域医療連携室・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーシ

ョン・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション）を活用し対応した。 

平成 28 年度も病院長、訪問看護ステーション管理者の 2 人が芦屋町地域包括ケア推進

委員として芦屋町の地域包括ケア推進会議に参加し、地域包括ケアシステム構築に貢献し

た。他の職員も地域ケア会議はもとより、在宅医療介護の連携に関わる会議へ出席し、町

や地域の医療機関、施設及び事業所と連携を深めた。 

また、町が開催している「いきいき筋力アップ教室」は17回、「いきいき筋力アップOB

会」は4回、計21回実施されており、そのうち16回に講師として当院の医師及びリハビ

リ職員を派遣し、高齢者の健康推進事業に寄与した。 

町が平成 29 年度から開始する「認知症初期集中支援チーム」への参加要請があったた

め、看護師・作業療法士・社会福祉士を人選し、協力することとした。 

 ２ 医療の質の向上 

 （１）医療従事者の確保【重点項目】 

    ① 医師 

      非常勤医師による診療科については常勤医師確保のため大学病院訪問や医局との懇

談会を行い、常勤医師の派遣を積極的に働きかけた。平成28年度の常勤医師数の目標
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は達成できなかったが、平成 29年度には外科 1人・整形外科 2人・内科（糖尿病）1

人の常勤医師を確保した。 

非常勤医師による診療は昨年度同様に行い、外来診療に必要な医療機能は果たした。 

平成28年度末の非常勤医師の診療は次のとおりである。 

診療科 診療日 人数 診療科 診療日 人数 

循環器科 

（心リハ） 
火曜～金曜 ５人 神経内科 木曜 １人

呼吸器科 火曜～木曜 ６人 膠原病 金曜 １人

糖尿病 月・水・土 ３人 整形外科 月曜～土曜 ８人

透析 火曜 １人 眼科 水曜・土曜 ２人

肝臓病 火曜 １人 心エコー 水曜・土曜 ４人

    ② 看護職員及びコメディカル職員 

      引き続き随時採用を行い、必要な時に必要な人材を採用できるようにした。 

      看護師は平成 28年度に 9人採用したが、退職者が 5人いたため、結果68人となり

計画を2人上回った。また、平成27年度に始めた看護学生奨学金制度を利用した１人

が入職した。平成 28 年度も奨学金制度を継続し、2 人が受給している。また、看護学

校への訪問や病院見学会の実施、看護学生向けの採用サイトへの登録、新人看護職員

研修アドバイザー派遣事業への参加、看護実習指導者の資格取得等、新人看護師の確

保に努めた。 

      採用が厳しい薬剤師についても、学生向けの採用サイトの登録や、薬剤師試験会場

での採用募集チラシ配布を行い、1人を採用することができた。 

その他の医療職員は放射線技師1人、理学療法士2人、臨床工学技士2人、臨床検査

技師1人を新たに採用することができた。 

平成 29 年度に向けて、看護師・薬剤師はもちろん、摂食機能療法のために言語聴覚

士やリハビリテーション充実のために作業療法士・理学療法士の募集を行った。 

指 標 26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

常勤医師数 11人 12人 13人 12人 △1人

看護師数 63人 64人 66人 68人 ＋2人

認定看護師数 0人 0人 0人 0人 0人

（２）医療安全対策の徹底 

   医療安全・感染に関する院内・院外研修の回数と参加人数は前年度及び計画をほぼ上回っ

ている。平成 27 年度の他の外部研修と重なったことによる参加者の減少を踏まえ、事前の

日程調整や周知の徹底によるものである。 

   また、院内研修に参加できなかった職員には、撮影可能な場合は講演をビデオ撮影し、DVD

研修を行うこととした。 

① 医療安全管理の充実 

医療安全管理委員会を毎月開催し、院内における事例収集を行い、再発防止策を検討
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し職員に周知徹底した。 

平成 28 年 4 月の熊本地震をはじめ、平成 28 年度は近隣で地震が発生した。当院では

大きな被害はなかったものの、地震発生時に影響があったことについては各部署が報告

書を提出し集約した。この中で課題となった配備体制や連絡体制については、医療安全

管理委員会で検討され、変更を行った。 

また、相次いで起きた病院での事件を受け、薬物や保管庫の鍵の管理方法を調査し、

より安全な方法に変更した。 

② 院内感染防止対策の充実 

院内感染制御委員会を毎月開催し、耐性菌発生・保有状況及び抗菌薬の使用状況の報

告、マニュアルや院内感染対策について検討し、職員に周知徹底した。毎月の院内ラウ

ンドに加え、病棟は毎週ラウンドを行い、感染予防に努めた。 

職員は麻疹や肝炎等の抗体検査を行い、抗体が陰性であった場合や陽性でもガイドラ

インの基準を満たさない場合はワクチン接種を行い、職員を介する院内感染を防止して

いる。インフルエンザについても同様にワクチン接種を行っている。 

また、ノロウィルス患者の受診が増加したため、ノロウィルスに対応した汚物処理セ

ットを導入した。 

指 標 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較

院内医療安全研修会開催回数 2回 2回 2回 2回 0回

院内医療安全研修会参加人数 110人 79人 130人 130人 0人

院外研修参加回数 4回 6回 4回 4回 0回

院外研修参加人数 12人 12人 8人 8人 0人

院内感染研修会開催回数 2回 2回 2回 2回 0回

院内感染研修会参加人数 92人 87人 130人 131人 ＋1人

院外研修開催回数 4回 4回 4回 8回 4回

院外研修参加人数 20人 23人 16人 24人 ＋8人

ラウンド回数 12回 12回 12回 12回 0回

（３）計画的な医療機器の整備 

    老朽化した医療機器は、更新計画を提出させ、院長、各部門管理者及び事務局にてヒア

リングのうえ、購入を検討している。平成 29 年 3 月に新病院へ移転することから、平成

28年度に購入する大型機器については移設の有無や移設費用についても検討し、購入を決

定した。また、整形外科に必要な機器を購入し、1 日に 2 例以上の手術を可能とし手術件

数を増やした。 

オーダーリング・電子カルテを現病院で導入することはコスト的には不利であったが、

不慣れな施設で初めて使用することによるリスクを考えると、費用はかかるが移転前にオ

ーダーリング・電子カルテを導入し、システムに習熟することが必要と判断した。 

新病院に設置する MRI と CT については選定の参考のために、機器を保有する病院を訪

問し、情報収集や動作確認等を行った。 

 （４）第三者評価機関による評価 

    緩和ケアの施設基準をクリアする第三者評価機関である「病院機能評価」と「IS09001」
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について、e－ラーニングの受講や研修会を行い検討した結果、良質な医療を均質なレベル

で提供するための仕組みを構築できる「IS09001」が、当院の患者サービス向上に適してい

ると判断し、平成29年度に「IS09001」の認証取得することを決定した。 

    認証取得に向けた準備として各部署から代表を選出し、委員会を設置した。定期的に会

議を開催し、情報の共有・伝達、現状の調査等を行った。 

 ３ 患者サービスの向上 

 （１）患者中心の医療の提供 

   患者やその家族が治療内容を十分に理解し､納得した上で治療方法を選択できるように､

手術や検査、治療内容については患者やその家族に事前説明を行い、同意書等の必要な書類

の充実に努めた。 

医師や看護師だけでなく、薬剤師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士

なども患者情報を共有し、専門分野において患者とかかわるよう努めた。患者の病状によ

り必要な場合は、褥瘡・栄養サポート・感染症対策・医療安全管理などのチームによる検

討を行い対応した。また、在宅療養を希望する患者については、社会福祉士が相談を受け、

患者支援センターを利用することで医療及び介護の切れ目ないサービス提供を行った。 

 （２）快適性の向上 

    今年度も老朽化したベッドを電動ベッドへ更新した。 

また、待ち時間の改善策として、待合スペースにテレビを設置したり、待ち時間短縮の

ため、平成28年度末にオーダーリング・電子カルテを導入し、操作研修・予行練習等を行

い平成29年度の本稼動に向けて備えた。 

    患者満足度調査を実施した。調査結果は職員に周知するとともに、院外広報紙やホーム

ページに掲載し公表した。当院の全体的な満足度は10点満点中、入院患者が7.25点、外

来患者が6.3点であった。入院患者の調査結果は、全ておいて平均点が6点以上となって

おり特に不満は見受けられなかった。外来患者の調査結果において評価が低かった項目は

待ち時間で、5 点以下であった。待ち時間については、前述のとおりオーダーリング・電

子カルテの導入により改善を図る。 

 （３）相談窓口の充実 

    平成 27 年度に引き続き、専従の社会福祉士を含んだ 5 人体制（看護師・社会福祉士 2

人・保健師・クラーク）で相談業務を行った。平成 28 年度の相談件数は 3,229 件で前年

度より535件の増、計画よりも229件の増となった。 

相談件数は年々増加している。平成 28 年度は、相談窓口があることを院内掲示やちら

し配布をした。また、社会福祉士が担当する病棟を決め、入院患者の相談が受けやすい体

制にし、その担当者がわかるように病棟に掲示し周知した。これらが相談者の増加に繋が

ったと考える。 

主な相談内容は、転院相談・在宅支援相談、介護保険に関する相談、健診結果について

の相談等であった。 

指  標 26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

相談件数 1,125件 2,694件 3,000件 3,229件 ＋229件

相談窓口人員数 4人 5人 5人 5人 0人

（４）職員の接遇向上 

    平成 28 年度は、定例の研修会に加え、新病院への移転に向けての準備等の打合せや新

設委員会を含む各種委員会の会議等が増えたことで、日程調整ができず病院全体の接遇研
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修を実施することができなかった。 

職種別については、事務職員が部署内で研修を行った。 

平成29年度も新病院に向けて会議等が増えることが予想されるため、研修の手法や時間

帯を考慮し、実施できるよう計画する。 

指  標 26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

院内接遇研修開催回数 － 1回 2回 1回 △１回

院内接遇研修参加人数 － 92人 60人 12人 △48人

（５）地域住民への医療情報の提供 

   平成28年度は体育協会の依頼により整形外科医師が「スポーツ障害に関する講座」行

い、在宅支援室の職員が「在宅医療」について出前講座を行った。祭りあしやではブース

を設置し看護師が血圧測定や医療相談を受けたり、健診の必要性を話し、薬剤師が薬の飲

み合わせ等の相談を受けるなど地域住民へ普及活動を行った。 

また、病院広報紙「かけはし」を作成・配布し、啓発活動に努めた。平成28年度は新た

に年報を作成した。 

 ４ 法令遵守と情報公開 

   診療録等の個人の診療情報については、地方独立行政法人芦屋中央病院個人情報保護規程

を作成した。当院の規程及び関係法令に基づき、適正に管理・情報提供を行った。 

   平成 28 年度のカルテ開示請求は 19 件あり、カルテ保存年限を経過した 2 件を除いた 17

件について、カルテ開示を行った。 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 法人運営管理体制の確立 

   平成 28 年度も病院長、副院長、医務局長、事務局長、看護部長、医療技術統括長、薬剤

部長による運営会議は毎週1回、各部門の管理者及び医師による管理者全体会議、各部門の

代表者で構成される実務者会議、若手職員からなる新・病院ワーキンググループは月１回の

定例で会議が開催され、各層からの病院に対する意見が運営会議に集約される体制を継続し

院内の情報・意思共有を図った。 

なお、現体制について課題もあるため、より組織的に機能するために見直すこととし、検

討を始めた。 

   また、新病院での病院運営に関わる重要事業について、新たに「IT 導入委員会」「ISO 推

進委員会」「緩和ケア検討委員会」を設置した。「IT導入委員会」は、オーダーリング・電子

カルテ導入に関し職員の疑問・不安の解消、運用に対する業務改善の検討等を目的とし、活

動した。「ISO推進委員会」は平成29年度のISO9001認証取得に必要な事項を滞りなく進め

ることを目的とし、活動した。「緩和ケア検討委員会」は新病院で緩和ケア病棟をスムーズ

に設置するための準備を目的とし、活動した。それぞれの委員会は独立しているが、副院長

を委員長とする統括部会が情報収集と共有、進捗状況の把握等を行い、運営会議に報告する

体制とした。 

 ２ 業務運営の改善と効率化 

 （１）人事考課制度の導入に向けた取組 

    人材の育成と職員の成果や能力の客観的な評価に基づいて処遇反映を行う人事考課制

度の導入に向け、平成28年度は人事評価の試行を行い、集計・分析を行った。また、被評
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価者の人事評価の理解を深めるため研修会を開催した。円滑な運用のためには、評価する

者とされる者の両者の理解と納得が必要なため、今後も研修会や試行を続けていく。 

 （２）予算の弾力化 

   高額医療機器の購入については、各科・部門からの購入計画を基に、費用対効果・患者

サービス等を考慮し、運営会議のメンバーによる備品購入委員会にて購入の可否を決定し、

計画的に購入している。 

高額機器の入札においては、機器本体の価格のみならず保守委託等のランニングコスト

を含めた価格による選定とした。 

平成28年度は整形外科の手術が増加したため、同日に2例以上の手術ができるよう手

術機器を購入し対応した。 

また、医療のIT化推進に対応するためオーダーリング・電子カルテの導入は必須であ

るが、現病院での導入はコスト的には不利であった。しかし、新病院でのスムーズな運用

のためには移転前の導入が効果的であると判断し購入した。 

 （３）適切かつ弾力的な人員配置 

    平成 27 年度に看護師、社会福祉士、リハビリテーション職員、クラークの多職種によ

る配置とした在宅支援室は、平成 28 年度には患者支援センターに改変し、医師を加えて

さらに充実させた。 

平成28年度の採用人数は19人で、そのうち4月 1日の採用者は10人で、随時採用に

よる年度中の採用者は9人だった。職員の確保については随時採用を継続し、必要に応じ

て人材を確保することができた。 

また、緩和ケア病床整備に向け、緩和ケア病床新規開設経験者をアドバイザーとして非

常勤雇用した。 

事務部門については、3 人の新人職員を採用した。平成 29 年度に目指しているデータ

提出加算や地域包括ケア病床設置に向け、病院事務に精通した職員を募集し、確保するこ

とができた。 

 （４）研修制度の推進 

    平成 28 年度も月 1 回の職員全員を対象とした外部講師による院内学習会や、各部署で

の部内研修会により、知識の向上に努めた。部内研修は毎週実施している部署もあった。 

各部署において学会や外部研修に参加した職員は、その内容を部内において、発表・回

覧等を行い取得した情報・知識の共有を図った。 

看護部においては、院内研修としてｅ-ラーニングによる研修を導入し、全看護師が受

講した。年々増加している新人看護職員への研修プログラムの見直しのため「新人看護職

員研修アドバイザー派遣事業(※)」に参加し、新人看護職員研修体制を整備した。 

長期間に及ぶ講習である「看護実習指導者講習会」や「日本看護協会認定看護管理者フ

ァーストレベル」「セカンドレベル」を各 1 名が受講し修了した。来年度も受講予定であ

る。当院の認定看護管理者ファーストレベルは 16 人、セカンドレベルは 2 人が修了して

いる。 

また、認定看護師の資格取得を推進するため、認定看護師資格取得に関する奨学金貸付

制度を整備した。平成 29 年度は奨学金を利用し「皮膚排泄ケア看護認定看護師」の資格

を取得する予定である。 
（※）アドバイザーの支援を受け新人看護職員研修の課題を明らかにし、その課題達成を通して自施設の理

念に基づいた新人看護職員研修体制を整備することを目的とする福岡県看護協会の事業。 
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第３ 財政内容の改善に関する事項 

 １ 持続可能な経営基盤の確立 

 （１）健全な経営の維持 

    平成28年度も、平成12年度より継続している黒字経営を維持することを目指し、病院

経営を行った。 

新病院開院に向け、病院建設はもちろん人材の確保、オーダーリング・電子カルテの導

入等により費用が増加し、厳しい状況であったが黒字とすることができた。 

    平成 29 年度も新病院の建設、新病院に設置する高額医療機器の購入、医療機器や備品

の更新、電子カルテのランニングコスト、引越し費用、優秀な人材の確保等の費用の増加

が見込まれる。安易な支出にならないよう、費用対効果や必要度を十分検討する。 

    安定した収入維持のために必要な常勤医師の確保については、大学病院と連携を深め、

働きかけを行っており、平成29年度には、4名の常勤医師が増えることが決定している。 

また、電子カルテ導入によりデータ提出加算が可能になるうえ、地域包括ケア病床の導

入を検討しており、更なる収益の増加が期待できる。 

今後も新病院に関する費用の増加が見込まれ、今年度以上に厳しい状況が予想されるが、

常勤医師の増や新たな診療報酬による増収も見込まれることから、黒字経営の継続に努め

る。 

 （２）収入の確保 

    一般病床は、入退院委員会による適切な入退院管理や在院日数調整会議を実施し、看護

体制10対１を維持した。平成27年度から開始したスポーツ専門整形外科が周知され、患

者数や手術件数が増加した。また、高度急性期病院治療後のがん患者が増え、増収となっ

た。 

平成 28 年度の一般病床の入院患者数は年延 30,524 人で前年度に比べ 839 人（2.8％）

の増加、1日平均83.6人で病床利用率は86.2％であった。新規入院患者数は1,539人で前

年度に比べ16人（1.1％）の増加、患者ひとり当たりの平均単価は30,908円で前年度に比

べると54円（0.2％）増加した。 

療養病床は、医療療養型病床 10 床と介護療養型病床 30 床の計 40 床ある。医療療養型

病床の入院患者数は3,070人で病床利用率84.1％と高かったが、介護療養型病床は5,318

人で前年度に比べ3,337 人の大幅な減少であった。これは町内をはじめ近隣に特別養護老

人ホームができ患者が移ったことや、新病院では介護療養病床を廃止することから、断っ

てはいないものの、積極的な受け入れを行っていないことが要因と考えられる。 

外来患者についても、整形外科の患者の増加により、平成28年度の患者数は76,188人

で前年度に比べ4,659人（6.5％）増加した。1日平均患者数が260人、患者ひとり当たり

の平均単価は13,092円で前年度に比べると141円（1.1％）増加した。 

平成 28年度の入院及び外来収益の合計は 20億 7千 6百万円で前年度の20億 2 千万円と

比べ5千6百万円（2.8％）の増加となった。 

 平成 28 年度は診療報酬改定があったが、施設基準や加算要件の変更に対する対策や新

たに取得できる加算の検討を行い、収入確保に努めた。 

平成 29 年度から新たにデータ提出加算・地域包括ケア病床・摂食機能療法による収入

を確保するため、システムの整備や人員確保を行った。また、医師の増による増収も期待

できる。 

 （３）支出の節減 

    医薬品及び診療材料等については一品目ごとに見積もり競争や粘り強い価格交渉を行

い、安価で購入するよう努めた。医薬品は薬事委員会において採用や廃棄、後発医薬品（ジ

ェネリック薬）の使用について審議を行い、品目の見直しを行った。後発医薬品の割合は
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平成28年度は39.1％で前年度の35.3％と比べ増加した。また、診療材料の在庫数の軽減

や効率的な購入のため、平成29年度にSPDを導入することとした。 

高額機器は各部門から購入希望計画を提出させ、費用対効果を考えて購入を決定した。

一部の医療機器については、機器費用とランニングコストの総合評価による入札を行った。 

少額な消耗品等についても、調査や情報収集を行ったり、規格を統一し購入数を増やす

ことで単価を下げるなど、経費節減に努めた。 

指  標 26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

入

院

一
般
病
床

１日平均入院患者数 76.2人 81.1人 83.5人 83.6人 ＋0.1人

新規入院患者数 1,342人 1,523人 1,560人 1,539人 △21人

病床利用率 78.6％ 83.6％ 86.1％ 86.2％ ＋0.1％

平均入院単価 28,248円 30,854円 31,503円 30,908円 △595円

平均在院日数 21日 20日 20日 20日 0日

療
養
病
床

平均入院患者数 30.4人 30.9人 25.2人 23.0人 △2.2人

病床利用率 76.0％ 77.1％ 63.0％ 57.5％ △5.5％

平均入院単価 15,701円 15,826円 16,226円 16,197円 △29円

外

来

1日平均外来患者数 231.5人 243.3人 259.9人 260.0人 ＋0.1人

外来診療単価 13,134円 12,951円 12,931円 13,092円 ＋161円

医業収支比率  ※1 97.5％ 103.3％ 98.6％ 98.3％ △0.3％

経常収支比率  ※2 100.9％ 105.6％ 100.9％ 100.2％ △0.7％

職員給与費比率 ※3 43.3％ 42.9％ 46.0％ 45.1％ △0.9％

材料費比率   ※4 26.1％ 28.1％ 28.7％ 28.8％ ＋0.1％

※1 医業収支比率＝医業収益／医業費用×100 

※2 経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100 

※3 職員給与費比率＝給与費（一般管理費分含む）／医業収益×100 

※4 材料費比率＝材料費（医薬品・診療材料等）／医業収益×100 
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第４ 予算、収支計画及び資金計画 

 １ 予算 

（単位：千円）

区 分 予算額 決算額 差額 

収 入 

営業収益 2,408,345 2,378,058 △30,287

医業収益 2,218,906 2,196,142 △22,764

運営費負担金等収益 189,438 181,916 △7,522

営業外収益 9,450 10,097 647

運営費負担金収益 3,443 3,444 1

その他営業外収益 6,007 6,653 646

資本収入 1,225,100 1,225,616 516

長期借入金 672,400 660,100 △12,300

その他資本収入 552,700 565,516 12,816

その他の収入 0 0 0

計 3,642,894 3,613,772 △29,123

支 出 

営業費用 2,308,813 2,308,901 88

医業費用 2,214,111 2,211,489 △2,622

給与費 964,209 964,267 58

材料費 686,026 681,306 △4,720

経費 563,876 565,916 2,040

一般管理費 94,702 97,413 2,711

給与費 67,582 69,280 1,698

経費 27,120 28,132 1,012

営業外費用 5,056 6,925 1,869

資本支出 1,449,276 1,446,325 △2,951

建設改良費 1,382,602 1,379,583 △3,019

償還金 64,875 64,875 0

その他資本支出 1,800 1,867 67

その他の支出 0 0 0

計 3,763,145 3,762,151 △994

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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２ 収支計画 

（単位：千円）

区 分 計画額 決算額 差額 

収益の部 2,441,982 2,411,696 △30,286

営業収益 2,432,754 2,401,849 △30,905

医業収益 2,213,905 2,191,399 △22,506

運営費負担金等収益 189,438 181,916 △7,522

資産見返負債戻入 29,411 28,534 △877

営業外収益 9,228 9,847 619

運営費負担金収益 3,443 3,444 1

その他営業外収益 5,785 6,403 618

臨時利益 0 0 0

費用の部 2,421,740 2,407,073 △14,667

営業費用 2,340,030 2,325,498 △14,532

医業費用 2,246,279 2,229,182 △17,097

給与費 950,596 918,512 △32,084

材料費 635,209 631,132 △4,077

経費 540,331 541,834 1,503

減価償却費 120,143 137,704 17,561

その他医業費用 0 0 0

一般管理費 93,751 96,316 △2,565

営業外費用 80,710 81,575 865

臨時損失 1,000 172 △828

純利益 20,243 4,451 △15,792

目的積立金取崩額 － － －

総利益 20,243 4,451 △15,792

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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３ 資金計画 

（単位：千円）

区 分 計画額 決算額 差額 

資金収入 6,758,457 7,737,130 978,673

業務活動による収入 2,417,794 2,403,751 △14,043

診療業務による収入 2,218,906 2,209,029 △9,877

運営費負担金等による

収入 
192,882 185,360 △7,522

その他の業務活動によ

る収入 
6,007 9,362 3,355

投資活動による収入 － 2,000,516 2,000,516

財務活動による収入 1,225,100 217,300 △1,007,800

長期借入れによる収入 672,400 217,300 △455,100

その他の財務活動によ

る収入 
552,700 0 △552,700

前事業年度からの繰越金 3,115,563 3,115,563 0

資金支出 3,763,145 4,807,078 1,043,933

業務活動による支出 2,313,868 2,349,028 35,160

給与費支出 1,031,790 1,010,571 △21,219

材料費支出 686,026 652,370 △33,656

その他の業務活動によ

る支出 
596,052 686,087 90,035

投資活動による支出 1,384,402 2,393,175 1,008,773

固定資産の取得による

支出 
1,382,602 357,564 △1,025,038

その他の投資活動によ

る収入 
1,800 2,035,612 2,033,812

財務活動による支出 64,875 64,875 0

移行前地方債償還債務

の償還及び長期借入金

の返済による支出 

64,875 64,875 0

その他の財務活動によ

る収入 
0 0 0

次期中期目標の期間への

繰越金 
2,995,312 2,930,052 △65,260

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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第５ 短期借入金の限度額 

   平成28年度中に想定される発生事由による短期借入金はなく、自己資金にて賄った。 

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場

合には、当該財産の処分に関する計画 

平成28年度はなかった。 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

   平成28年度はなかった。 

第８ 剰余金の使途 

   平成28年度は剰余金を生じたため、今後の療機器の購入等に充てられるよう積み立てる。 

第９ その他 

 １ 施設及び設備に関する計画 

（単位：千円）

施設及び設備の内容 予 定 額 決算額 差額 

病院施設・設備の整備 960,938 983,901 22,963

医療機器等の整備・更新 421,664 395,682 △25,982

２ 法第40条第４号の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画 

   平成28年度はなかった。 

 ３ その他の法人の業務運営に関し必要な事項 

 （１）新築移転に向けた取組 

新築移転については、基本設計・実施設計完成に伴い、ホームページ掲載や住民説明会

の実施により町民へ周知した。建設工事は、平成 28 年 9 月に工事着工し、平成 29 年 12

月の竣工に向けて、予定どおりに進んでいる。また、現病院の備品等の品目や数、移設の

可否の調査を行い、できるだけ既存品を利用するようヒアリングを行い、新病院で必要な

備品等について整理した。 

 （２）施設の維持 

    新病院移転までの間、安全な施設を維持するため必要な整備を行った。 

平成 28 年度は、主に非常用発電機の修理、天井の張替え、温水洗浄便座の取替やボイ

ラー・空調機・配管関係等の補修を行った。 

 （３）国民健康保険診療施設の役割 

    国民健康保険診療施設として、特定健診及びがん検診を実施した。 

総合相談窓口においては、医療はもとより、在宅療養、介護に関することなど生活上の

様々なことに、専門の職員を配置して支援を行った。また、当院が保有する訪問看護ステ

ーション、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所に加え、通所リハビリテーショ

ンを開始しさらなる充実を図った。 





平成２８事業年度に係る業務実績報告書

平成２９年６月

地方独立行政法人 芦屋中央病院

資料６





１． 芦屋中央病院の概要

１． 現況 

① 法 人 名   地方独立行政法人芦屋中央病院 

② 本部の所在地   福岡県遠賀郡芦屋町幸町2516番地19 

③ 役員の状況  

             （平成29年3月31日現在） 

役職名 氏  名 備  考 

理事長 櫻井 俊弘 院長 

副理事長 井下 俊一 副院長 

理事 森田 幸次 事務局長 

理事 竹井 安子 看護部長 

監事 能美 雅昭 税理士 

監事 藤江 宣喜 元芦屋町監査 

④ 設置・運営する病院  別表のとおり 

⑤ 職員数（平成29年3月31日現在） 

   240人（正職員128人、臨時職員112人） 

２．芦屋中央病院の基本的な目標等 

地方独立行政法人芦屋中央病院は、町内唯一の入院機能を有する病院として地域

医療の中心的役割を担い、その機能を発揮するため、医療を取り巻く環境の変化に

迅速かつ柔軟に対応した病院運営を心がけ、医療・介護・保健・福祉のサービスを

一体的かつ体系的に提供することを目指す。 

また、これまで以上に良質で安全安心な医療を提供し、「地域住民に信頼される

病院」「地域医療機関に信頼される病院」「職員に信頼される病院」の３つの理念の

もとに、地域に根ざした医療の充実を図る。 

（別表） 

病院名 芦屋中央病院 

主な役割及び機能 
救急告示病院 

休日夜間救急輪番制病院 

所在地 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2516番地19 

開設年月日 
昭和51年10月1日（町立芦屋中央病院） 

平成27年4月1日（地方独立行政法人芦屋中央病院） 

許可病床数 137床（一般病床97床、療養病床40床） 

診療科目 

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、外科 

整形外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、

小児科、眼科、耳鼻咽喉科 

敷地面積 18,556.94㎡ 

建物規模 

鉄筋コンクリート造5階建 

建築面積  5,098.81㎡ 

延床面積 11,988.85㎡ 
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２． 全体的な状況 

１．法人の総括と課題 

 平成 28 年度も一般病床と療養病床のケアミックス型を堅持し、高齢化が進む地

域住民の医療ニーズに対応した。 

平成27年度に地域医療連携室（総合相談窓口）、居宅支援事業所、訪問看護ステ

ーション、訪問リハビリテーションを在宅支援室として独立させたが、平成 28 年

度は通所リハビリテーションを加え、地域医療連携室（総合相談窓口）、在宅支援

室（居宅支援事業所、訪問看護ステーション）、在宅リハビリテーション（訪問リ

ハビリテーション、通所リハビリテーション）の３部門からなる患者支援センター

として組織変更し、さらなる在宅支援の充実を図った。 

 また、平成28年度は「オーダーリング・電子カルテの導入」「ISO9001認証取得」

「緩和ケア病床の設置」を新病院に向けた重要事業と位置づけ、その準備に取り組

んだ。 

 医療機能・患者サービスの向上、経営安定のために必要な医療従事者の確保につ

いては、看護師４人、薬剤師１人、理学療法士２人、臨床工学技師２人の計９人を

増員することができた。 

 医業収益は前年度に比べ、5千9百万円の増となった。入院については、介護療

養病床の患者が前年度に比べ約40％減少し収益が約5千万円減少したが、一般病床

及び医療療養病床の収益は約3千5百万円の増だったため、１千5百万円の減とな

った。外来収益は約7千百万円の増となった。その他の医業収益については約3百

万円の増となった。 

費用は、職員の採用により、人件費が前年度に比べ約7千3百万円増加した。材

料費・経費は患者数、手術の増加、臨時職員の採用により前年度に比べ約6千8百

万円増加した。減価償却費については、平成 27 年度購入の高額医療機器の償却開

始により2千8百万円増加した。 

経常収支としては、病院収益約24億1千1百万円、病院費用約24億7百万円、

経常利益約5百万円となり、前年度に比べ約1億2千万円の減益ではあるものの黒

字経営を継続することができた。 

平成28年度は新病院建設工事着工、電子カルテ導入、優秀な人材の確保等、新病院

に向けて投資の年であった。平成29年度も新病院の建設、新病院に設置する高額医療

機器の購入、医療機器や備品の更新、電子カルテのランニングコスト、引越し費用、優

秀な人材の確保等の費用の増加が見込まれ、今年度以上に厳しい状況が予想される。新

病院への先行投資として必要不可欠ではあるが、安易な支出にならないよう、費用対効

果や必要度を十分検討する。また、平成29年度は常勤医師が4名増えることや、電子

カルテ導入によりデータ提出加算が可能になることから、収益の増加を期待するところ

である。 

新病院については、平成28年9月に建設業者の選定をし、着工した。平成29年12

月の竣工に向け予定どおり工事が進んでいる。また、現病院の備品等の品目や数、移設

の可否の調査を行い、できるだけ既存品を利用するようヒアリングを行い、新病院で必

要な高額医療機器をはじめとする備品について整理した。 
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２．大項目ごとの特記事項 

（１）住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する取組み 

町内唯一の入院機能を有する医療機関としての役割を果たすべく、急性期機

能の一般病床と慢性期機能の療養病床により、地域住民の幅広い医療ニーズに

対応した。 

在宅支援についても、通所リハビリテーションを開始するなど、さらなる充

実に努めた。町と連携・協力している特定健診やがん検診を実施し、地元企業

における健診（企業健診）も積極的に行った。 

医療従事者の確保については、念願の薬剤師や平成 27 年度に始めた看護学

生奨学金制度を受けた新卒看護師を含めた9人を増員した。 

緩和ケアの施設基準である第三者の評価について院内で検討した結果、良質

な医療を均質なレベルで提供するための仕組みを構築できるIS09001が当院に

は適していると判断し、平成29年度の認証取得に向け準備を始めた。 

患者ニーズ把握のため患者満足度調査を実施した。その中で不満の高かった

項目は、外来における待ち時間であった。待ち時間短縮のためにもオーダーリ

ング・電子カルテの導入を最重要事業とし、職員一丸となって取り組んだ。 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する取組み 

   運営会議（毎週1回）、管理者全体会議（月1回）、実務者会議（月1回）、

若手職員のワーキンググループ（月1回）を開催し、病院の報告・決定事項に

ついて意思統一を図るとともに、懸案事項について検討され、各層から病院に

対する意見が運営会議に集約される体制を継続するとともに、新病院に向け、

より組織的な体制にするための検討を始めた。 

また、「IT導入委員会」「ISO推進委員会」「緩和ケア検討委員会」を設置し、

それぞれに特化した活動を行った。 

   職員の人材育成を目的とした人事考課制度の導入に向け、被評価者研修や人

事評価を試行し、集計・分析を行った。 

   職員は院内・院外において研修を行い、知識の深化に努めた。看護部はｅ-

ラーニングによる研修を導入し、全看護師が受講した。また、認定看護師の資

格取得を推進するため、認定看護師資格取得に関する奨学金貸付規程を整備し

た。平成 29 年度は奨学金を利用し「皮膚排泄ケア看護認定看護師」の資格を

取得する予定である。 

（３）財政内容の改善に関する取組み 

   平成28年度も、平成12年度より継続している黒字経営を維持することを目

指し、病院経営を行った。 

   収入については、保険診療は診療報酬改定の年となり、施設基準や加算要件

の変更に対する対策や新たに取得できる加算の検討を行い、収入を確保した。

介護報酬についても通所リハビリテーションを開始し、増収した。また、電子

カルテを導入したことで、平成29年度にはデータ提出加算を取り、地域包括ケ

ア病床の導入を検討している。 

   支出については、前年度と同様に単価の見積り競争及び価格交渉を行うとと

もに、安価な後発医薬品（ジェネリック薬）の使用を拡大し節減に努めた。高

額医療機器については保守委託等のランニングコストを含めた総合的な価格で

の購入を行い、将来的な費用の削減を図った。 

（４）その他業務運営に関する重要事項に関する取組み 

新築移転については、基本設計・実施設計完成に伴い、ホームページ掲載や

住民説明会の実施により町民へ周知した。建設工事は、平成28年9月に着工

し、平成29年12月の竣工に向けて、予定どおりに進んでいる。また、現病院

の備品等の品目や数、移設の可否の調査を行い、できるだけ既存品を利用する

ようヒアリングを行い、新病院で必要な備品等について整理した。 

   国民健康保険診療施設としての役割を引き継ぎ、国民健康保険被保険者に対

し、特定健診及びがん検診等を行うとともに、総合相談窓口を設置し、医療・

介護・保健・福祉の相談に専門性を用い対応した。
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３．項目別の状況 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（１）地域医療の維持及び向上 

中期目標 

（１）地域医療の維持及び向上 

保有する一般及び療養病床を維持し、芦屋町唯一の入院機能を有する医療機関として専門的な医療を提供すること。また、高齢者医療に必要な幅広い診療科の存

続及び強化とともに終末期医療の充実を図り、地域医療における中心的な役割を担うこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（１）地域医療の維持及び向上 

町内唯一の入院機能を有する医療機関

として、地域住民の幅広い医療ニーズに

対応するため、現在の一般病床と療養病

床を堅持しつつ、地域医療における中心

的な役割を果たす。 

地域医療に必要な診療科を確保すると

ともに、消化器科、整形外科など専門性

が高く当院の強みである領域について

は、地域完結を目指し更なる高度な医療

を提供する。 

芦屋町やその周辺地域では高齢化が

進んでいるが、高齢者は複数の疾患を抱

える傾向が強いことから、現在保有して

いる診療科については、今後も常勤医師

及び非常勤医師の活用を含め維持して

いく。現在休診している耳鼻咽喉科の診

療再開と、新築移転後の病院では皮膚科

の新設を目指すとともに、診療科名は専

門性がわかりやすい名称に細分化する。

町内唯一の入院機能を有する医療機

関として、地域住民の幅広い医療ニーズ

に対応するため、現在の一般病床と療養

病床を堅持しつつ、地域医療における中

心的な役割を果たす。 

専門性が高く当院の強みである領域

については、高度な医療を提供し地域完

結の医療を行う。消化器科は内視鏡によ

る早期ガンの発見及び治療、平成 27 年

度から常勤医師となった整形外科はス

ポーツ外来、人工関節や鏡視下の手術等

を積極的に行い、早期リハビリによる医

療を提供する。 

芦屋町やその周辺地域では高齢化が

進んでいるが、高齢者は複数の疾患を抱

える傾向が強いことから、現在保有して

いる診療科については、今後も常勤医師

及び非常勤医師の活用を含め維持して

いく。 

平成28年度も一般病床97床、療養病

床40床のケアミックス型の病院として

急性期と慢性期の医療を行った。 

急性期医療としては、4人の専門医を

有する消化器科が内視鏡検査や治療を

行い、高度な医療を提供した。整形外

科は、平成27年度から開始したスポー

ツ専門整形外科が周知され、患者数や

手術件数が増加した。同日に 2 例以上

の手術に対応するべく、手術機器の購

入を行い、術後の患者への早期リハビ

リに対応するためスポーツリハビリテ

ーションを行う理学療法士を採用し

た。 

慢性期医療としては、医療型療養病床

と介護型療養病床（ショートステイ）

を併せ持つ当院の特徴を活かし、患者

の状況に合わせ高齢化が進む地域住民

のニーズに対応した。 

Ⅳ  
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増加するがん患者に対する診療の幅

の拡大及びがん治療など終末期医療の

ニーズの多様化に対応して、高度急性期

医療との機能分化を図り、当院は高度急

性期治療後の患者への治療を担う。ま

た、新築移転後の病院での外来化学療法

の充実や緩和ケア機能の整備に向けた

情報収集や人材育成を行う。増加するが

ん患者に対する診療の幅の拡大及びが

ん治療など終末期医療のニーズの多様

化に対応して、高度急性期医療との機能

分化を図り、当院は高度急性期治療後の

患者への治療を担う。また、新築移転後

の病院での外来化学療法の充実や緩和

ケア機能の整備に向けた情報収集や人

材育成を行う。 

現在休診している耳鼻咽喉科の診療

再開と新築移転後の病院での皮膚科の

新設に向け、医師確保に努める。 

増加するがん患者に対する診療の幅

の拡大及びがん治療など終末期医療のニ

ーズの多様化に対応して、高度急性期医

療との機能分化を図り、当院は高度急性

期治療後の患者の治療を担う。 

また、新築移転後の病院での外来化学

療法の充実や緩和ケア機能の整備にむ

けた情報収集や人材育成を行う。 

増加するがん患者に対する診療の幅

の拡大及びがん治療など終末期医療の

ニーズの多様化に対応して、高度急性期

医療との機能分化を図り、当院は高度急

性期治療後の患者の治療を担う。 

また、新築移転後の病院での外来化学

療法の充実や緩和ケア機能の整備に向

けた情報収集や人材育成を行う。 

当院は高齢の入院患者が多いため、虫

歯や歯周病の予防、摂食・嚥下障害の

予防改善のため、町内の歯科医師の協

力を受け、口腔ケアを実施した。 

外来の常勤医師不在の診療科につい

ては、引き続き大学病院からの非常勤

医師により診療を維持し、常勤医師の

確保や現在休診している耳鼻咽喉科及

び新設予定の皮膚科の医師確保につい

ても、大学病院を訪問し派遣依頼を行

った。 

がん治療については、近隣の高度急性

期病院治療後の患者の受け入れが、平

成27年度の月平均約5人から月平均約

7人に増えた。 

 また、新築移転後の病院での外来化

学療法の充実や緩和ケア機能の整備に

向けて、緩和ケア新規開設の経験者を

アドバイザーとして迎え、準備を進め

るとともに緩和ケア病床を有する病院

への視察を行った。
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（２）在宅医療及び介護までの総合的なサービスの提供 

中期目標 

（２）在宅医療及び介護までの総合的なサービスの提供 

地域ニーズに応じた在宅医療及び介護の中心的な役割を担う病院として、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所を充実・強化し、

総合的なサービスを提供すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（２）在宅医療及び介護までの総合的なサービスの提供【重点項目】 

超高齢化社会の到来に向けて国が示

している地域包括ケアシステムの中で、

地域医療における分野については、地域

医療連携及び介護サービスに関わる各

関係機関との連携の深化に積極的に努

める。 

地域医療の中心的病院としての位置

づけを担うため、地域の在宅療養支援診

療所との連携を図り、２４時間体制で訪

問診療・訪問看護などを行う在宅療養支

援病院を目指す。 

病院の附帯事業として医療と連携した

総合的かつ質の高い医療管理が可能な

下記の在宅支援サービスを継続して提

供するとともに、職員を増員し体制の強

化を図る。 

超高齢化社会の到来に向けて国が示し

ている地域包括ケアシステムの中で、地

域医療における分野については、地域ケ

ア会議の参加や、地域医療連携及び介護

サービスに関わる各関係機関に対し、訪

問や情報提供を行い連携の深化に積極

的に努める。 

医療と連携した総合的かつ質の高い医

療管理が可能な訪問看護・訪問リハビリ

テーション・居宅介護支援事業所の事業

を継続して行うとともに、通所リハビリ

テーションを開始し、在宅支援サービス

の充実を図る。 

また、体制強化のため職員を計画的に

増員する。 

通所リハビリテーション開設に伴い、在

宅支援部門の改変を行った。在宅リハビリ

テーション室（訪問リハビリテーション・

通所リハビリテーション）、在宅支援室（居

宅介護支援事業所・訪問看護ステーショ

ン）、地域医療連携室（総合相談窓口）の

３部門から構成される在宅患者支援セン

ターとし、さらなる在宅支援の充実を図っ

た。 

職員は地域ケア会議をはじめとする近

隣の医療機関や施設、介護支援専門員等の

集まる会議に積極的に参加するとともに、

各関係機関に対し訪問や情報提供を行い

連携の深化に努めた。 

また、地域医療連携室の社会福祉士を病棟

担当制にしたことにより、当院の入院患者

をスムーズに在宅療養に移行できる体制

となった。 

Ⅴ 

Ⅴ 
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① 訪問看護ステーション 

医療が必要な高齢者が、住み慣れた地

域社会や自宅で療養できるよ う、主治

医の指示のもと２４時間体制で看護ケ

アを提供する。 

また、外部研修等へ参加し、最新の技

術・情報を入手し看護に活用する。 

② 訪問リハビリテーション 

通院が困難な利用者に対し、医師の指

示に基づいて、自宅に理学療法士や作業

療法士が訪問してリハビリテーション

を行い、日常生活の自立を支援する。 

③ 居宅介護支援事業所 

介護保険を利用する介護の必要な方や

家族の要望を尊重し、心身の状態や家族

の状況を考慮した上で、利用者の状態に

合った適切なサービスが利用できるよ

う効果的な支援を行う。 

④ 通所リハビリテーション 

医療保険によるリハビリテーション

が、標準的算定日数を超えてできなくな

った患者に、当院でのリハビリテーショ

① 訪問看護ステーション 

医療が必要な高齢者が、住み慣れた地

域社会や自宅で療養できるよう、主治医

の指示のもと２４時間体制で看護ケア

を提供する。 

② 訪問リハビリテーション 

通院が困難な利用者に対し、医師の

指示に基づいて、自宅に理学療法士や

作業療法士が訪問してリハビリテーシ

ョンを行い、日常生活の自立を支援す

る。 

③ 居宅介護支援事業所 

介護保険を利用する介護の必要な方

や家族の要望を尊重し、心身の状態や

家族の状況を考慮した上で、利用者の

状態に合った適切なサービスが利用で

きるよう効果的な支援を行う。 

④ 通所リハビリテーション 

病院が利用者の送迎を行い、医師の

指示と計画にしたがって、心身機能の

維持回復、日常生活の自立などを目的

① 訪問看護ステーション 

 訪問看護利用者数は597人で前年度よ

り22人の増、利用回数は3,791回で前年

度より769回の増となった。計画と比べる

と、利用者数は下回ったが利用回数は大幅

に上回る結果となった。これは近隣の介護

支援専門員を訪問し、看取りについて説明

を行うことでターミナルケアの患者が増

えたことや、当院の社会福祉士との連携で

入院患者を在宅療養にスムーズに移行で

きていること、土日に訪問する患者が増え

たことが要因である。

② 訪問リハビリテーション 

 訪問リハビリテーション利用件数は

1,203回で前年度より71回の減となっ

たが、計画は上回る結果となった。前年

度より減となった要因は、入院や通所リ

ハビリテーションに移行した利用者が

いたためである。 

③ 居宅介護支援事業所 

 平成27年度に介護支援専門員を増員し

たことから利用者が徐々に増加したこと

や、社会福祉士との連携により、平成28

年度の居宅介護支援事業所利用者数は

1,722人で前年度より243人増となり、計

画よりも上回る結果となった。 

④ 通所リハビリテーション 

平成28年4月1日より開設した通所リ

ハビリテーションは、平日午前の1時間か

ら2時間を１単位とし、定員20名でスタ
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ンを続けられるよう、通所リハビリテー

ションを開設する。医師の指示と計画に

従って、可能な限り自宅で自立した日常

生活を送ることができるよう心身機能

の維持回復、日常生活の自立などを目的

に、理学療法士や作業療法士が必要なリ

ハビリテーションを提供する。 

に必要なリハビリテーションを提供

する。 

ートし、同年10月より定員30名に増員し

た。 

初年度は利用件数3,671件となり、計画

を大幅に上回る結果となった。これは外来

受診から通所リハビリテーションへ移行

した患者が想定より多かったことや、他の

事業所の介護支援専門員からの紹介があ

ったためである。 

26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画との比較 

訪問看護利用者数 545人 575人 605人 597人 △8人

訪問看護利用回数 2,934回 3,022回 2,905回 3,791回 ＋886回

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ看護師数 3人 3人 3人 3人 0人

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ利用件数 943件 1,274件 1,050件 1,203件 ＋153件

居宅介護支援事業所利用者数 1,326人 1,479人 1,475人 1,722人 ＋247人

居宅介護支援事業所職員数 3人 4人 4人 4人 0人

通所リハビリ利用件数 － － 2,430件 3,655件 1,225件
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（３）地域医療連携の推進 

中期目標 

（３）地域医療連携の推進 

近隣の大学病院等の基幹病院との連携による後方支援機能の充実や、地域の病院・診療所及び介護施設等との連携を強化し、地域で一体的かつ切れ目のない医療

提供体制を構築すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（３）地域医療連携の推進【重点項目】 

近隣の大学病院等の基幹病院との連

携を図り、高度急性期医療を終えた地域

の患者をスムーズに受け入れ、後方支援

病院としての役割を果たす。 

地域医療の窓口として、地域の診療所

や福祉介護施設等と連携を密にして、外

来診療、入院及び退院調整・支援に至る

まで切れ目のない医療連携体制を構築

し、紹介患者のスムーズな受け入れがで

きるよう取り組む。 

近隣の大学病院等の基幹病院との連

携を図り、高度急性期医療を終えた地域

の患者をスムーズに受け入れ、後方支援

病院としての役割を果たす。 

地域医療の窓口として、地域の診療所や

福祉介護施設等と連携を密にして、外来

診療、入院及び退院調整・支援に至るま

で切れ目のない医療連携体制を構築し、

紹介患者のスムーズな受け入れを行う。 

平成27年度に常勤の社会福祉士を増員

したことから人員が安定し、より連携の深

化や迅速な対応が可能となった。全体の受

入件数は679件で前年度より35件の増と

なり、計画よりも99件上回った。特に福

祉・介護施設等からの患者は前年度に比べ

40％（61件）増えた。しかし、基幹病院か

らの受入件数が前年度から56件、計画よ

り5件減少している。基幹病院は地域包括

ケア病床へ優先的に紹介する傾向にあり、

近隣に地域包括ケア病床を有する病院が

増えたことから、当院への紹介が減少した

と考えられる。当院も基幹病院からの紹介

患者を増やすため平成29年度中の地域包

括ケア病床の設置を検討している。 

また、紹介率(※)は前年度及び計画を下回

っている。これは、福祉・介護施設等から

の受入が多く、紹介状によるものではない

ことから、紹介率の計算に反映されていな

いことや、救急車搬入患者が減少したため

である。 

Ⅲ 

Ⅲ 
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（※）紹介率：紹介患者＋救急車搬入患者

／初診患者 

 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画との比較 

入 

院 

紹介率 34.5％ 34.2％ 38％ 33.3％ △4.7％

基幹病院からの受入件数 220件 251件 200件 195件 △5件

上記以外の医療機関からの受入件数 270件 243件 270件 273件 ＋3件

介護施設からの受入件数 127件 150件 110件 211件 ＋101件

地域医療連携会参加回数 7回 6回 7回 8回 ＋1回

地域医療連携会参加人数 21人 12人 14人 21人 ＋7人
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（４）救急医療への取組 

中期目標 

（４）救急医療への取組 

芦屋町における唯一の病院であり、地域住民からの救急医療の要望が高いことから、救急医療体制を充実させること。対応が難しい患者については、近隣の高次

救急病院との連携を図り、迅速かつ適切な対応を行うこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（４）救急医療への取組 

地域住民への救急医療に対応するた

め、救急告示病院としての役割を果たし

地域の救急医療に貢献する。また、救急

隊と連携し、スムーズな救急患者の受け

入れ体制の構築に努めるが、当院で対応

が困難な状態の患者については、近隣の

高次救急病院との連携を密にし、迅速か

つ適切な対応を行う。 

地域住民への救急医療に対応するた

め、救急告示病院としての役割を果たし

地域の救急医療に貢献する。また、救急

隊と連携し、スムーズな救急患者の受け

入れ体制の構築に努めるが、当院で対応

が困難な状態の患者については、近隣の

高次救急病院との連携を密にし、迅速か

つ適切な対応を行う。 

平成28年度の救急車による患者の受け

入れは91件、時間外の患者の受け入れは

715件となり、前年度と比べともに減少し

た。時間外の受入れ患者数は大差ないが、

救急車による受入れ患者数は大きく減少し

ており、そもそもの搬送依頼件数が減少し

ていた。当院は介護施設等からの救急搬送

が多いが、平成28年度は介護施設等と連携

を取り、入所者の病状が重症化する前に来

院、入院とすることで、介護施設等からの

救急搬送が減少していることが考えられ

る。 

今後も、できるかぎり搬送依頼に応える

べく、対応可能な患者を受け入れ、救急告

示病院としての役割を果たす。 

※参考 

救急車による患者 

平成26年度 125件  平成27年度 148件 

時間外患者 

平成26年度 715件  平成27年度 742件 

Ⅲ  
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（５）災害時等における医療協力 

中期目標 

（５）災害時等における医療協力 

災害時には、初期医療体制の中心的役割を果たすとともに、感染症等公衆衛生上重大な健康被害が発生し、又は発生しようとしている場合には、町、地域の災害

拠点病院及び医師会等と連携して迅速かつ適正な対応を取ること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（５）災害時等における医療協力 

災害や公衆衛生上重大な健康被害が

発生又は発生しようとしている場合に

は、町や地域の災害拠点病院、医師会等

と連携して迅速かつ適切に対応すると

ともに、自らの判断で医療救護活動を行

う。 

災害や公衆衛生上重大な健康被害が

発生又は発生しようとしている場合に

は、町や地域の災害拠点病院、医師会

等と連携して迅速かつ適切に対応する

とともに、自らの判断で医療救護活動

を行う。 

また、院内においても備蓄物品の確

保をする等、災害に備える。

平成28年4月の熊本地震をはじめ、平成

28年度は近隣で地震が発生した。当院では

大きな被害はなかったものの、地震発生時

に影響があったことについては各部署が報

告書を提出し集約した。この中で課題とな

った点を踏まえ、災害対策マニュアルを見

直し、一部を変更した。災害対策マニュア

ルは地方独立行政法人以前からのもので、

町の防災計画に関わることから、大きな見

直しについては町と調整のうえ、新病院移

転後に整備することとした。 

また、2人の看護師が福岡県看護協会の

災害支援ナース(※)に登録した。 

（※）災害が発生し看護師が必要な場合に看

護協会を通じて被災地への派遣要請がある。 

Ⅳ  
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（６）予防医療への取組 

中期目標 

（６）予防医療への取組 

地域住民の健康維持・増進を図るため、町と連携・協力して、特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・乳がん検診及び骨密度検査を実施する。また、

職員健診、企業健診、協会けんぽ、自衛隊の健診等の拡大を図るとともに、予防接種等を継続し、予防医療に取り組む。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（６）予防医療への取組 

地域住民の健康維持・増進を図るた

め、町と連携・協力して、特定健診、胃

がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・

乳がん検診及び骨密度検査を実施する。

また、職員健診、企業健診、協会けんぽ、

自衛隊の健診等の拡大を図るとともに、

予防接種等を継続し、予防医療に取り組

む。 

地域住民の健康維持・増進を図るた

め、町と連携・協力して、特定健診、胃

がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・

乳がん検診及び骨密度検査を提供する。

胃カメラ検診については平成 27 年度に

増やした健診日を維持し、胃がん検診の

受診者増を図る。乳がん検診については

乳房撮影装置（マンモグラフィー）を更

新し、精密な画像による質の高い検診を

提供する。 

また、職員健診、企業健診、協会けん

ぽの健診等を積極的に行うとともに、予

防接種等を継続し、予防医療に取り組

む。 

町民の健康維持・増進のため、町と連

携・協力して、特定健診及び胃がん・大腸

がん・肺がん・前立腺がん・乳がん検診及

び骨密度検査を引き続き実施した。 

胃カメラ検診は、町からの検診回数増の

要望を受け、平成27年度から大幅に増や

し、引き続き平成28年度も週4回～5回の

頻度で実施した。乳がん検診は検診回数を

増やし、個別検診ができるよう改善した。

がん検診の前年度比については、胃がん

検診は82件（13.7％）、大腸がん検診は125

件（22.2％）、肺がん検診は12件（2.5％）

乳がん検診は78件（22.7％）の減少、骨

密度検査12件（17.6％）の増加、前立腺

がんは前年度と同様となった。前年度に比

べ件数が減少していることについては、胃

がん検診は協会けんぽでの受診に移行し

た受診者がいること、大腸がん検診は無料

クーポンの配付が無くなったこと、乳がん

検診は隔年受診のため波があることが考

えられる。 

Ⅲ  
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特定健診は524件となり前年度に比べ16

件減少した。町は未受診者への訪問やチラ

シの配付等を行っているが、特定健診が減

少している（増えない）ことについて、特

定健診対象者の数が減少していることや

新規受診者の開拓ができていないこと、特

定健診を受けていた方が75歳となり対象

から外れたことが考えられるとのことで

あった。 

平成29年度は受診件数アップに向けて、

健診未受診者のうち生活習慣病で治療中

の約800人を訪問する計画があり、その際

に健診未受診の理由を調査する予定があ

る。調査結果を受け、病院として対処でき

る要因があれば対応し、特定健診・がん検

診の件数増加に協力する。 

特定健診や町のがん検診の件数は前年

度に比べ減少したが、企業健診や協会けん

ぽ等を積極的に受け入れ、平成28年度の

受診件数は1,260件で前年度の1,181件に

比べ79件（6.7％）増加した。また、協会

けんぽでの胃カメラ検診の回数を増やし、

平成28年度は181件となり、前年度の85

件に比べ96件（112.9％）増加した。 
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26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

特定健診件数 572件 540件 650件 524件 △126件

胃がん検診件数 406件 599件 490件 517件 ＋27件

大腸がん検診件数 473件 562件 605件 437件 △168件

肺がん検診件数 468件 488件 840件 476件 △364件

前立腺がん検診件数 195件 167件 200件 167件 △33件

乳がん検診件数 244件 344件 340件 266件 △74件

骨密度検査件数 105件 68件 135件 80件 △55件
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（７）地域包括ケアの推進 

中期目標 
（７）地域包括ケアの推進 

高齢化社会に対応して、地域包括ケアシステムの構築の中で、在宅ケアを支援するとともに、町と協働して健康増進及び介護予防事業に取り組むこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（７）地域包括ケアの推進 

地域ケア会議など地域包括支援セン

ターとの連携を図るとともに、地域にお

いて高齢者を支援するため、町内唯一の

入院施設を有する病院として、医療及び

介護サービスにおいて切れ目のない一

体的な取り組みを行う。 

また、高齢者の健康推進事業である

「いきいき筋力アップ教室」など町と協

働して介護予防事業にも取り組む。 

地域ケア会議など地域包括支援セ

ンターとの連携を図るとともに、地域

において高齢者を支援するため、町内

唯一の入院施設を有する病院として、

医療及び介護サービスにおいて切れ目

のない一体的な取り組みを行う。 

また、高齢者の健康推進事業である

「いきいき筋力アップ教室」など町と

協働して介護予防事業にも取り組む。 

地域住民に医療、介護、予防、住まい（在

宅）を切れ目なく、継続的かつ一体的に提

供できるよう患者支援ｾﾝﾀｰ（地域医療連携

室・居宅介護支援事業所・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ・

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）を活用

し対応した。 

平成28年度も病院長、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

管理者の2人が芦屋町地域包括ケア推進委

員として芦屋町の地域包括ｹｱ推進会議に参

加し、地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に貢献した。他

の職員も地域ケア会議はもとより、在宅医

療介護の連携に関わる会議へ出席し、町や

地域の医療機関、施設及び事業所と連携を

深めた。 

また、町が開催している「いきいき筋力

ｱｯﾌﾟ教室」は17回、「いきいき筋力ｱｯﾌﾟ OB

会」は4回、計21回実施されており、その

うち16回に講師として当院の医師及びﾘﾊ

ﾋﾞﾘ職員を派遣し、高齢者の健康推進事業に

寄与した。 

町が平成29年度から開始する「認知症初期

集中支援ﾁｰﾑ」への参加要請があったため、

看護師・作業療法士・社会福祉士を人選し、

協力することとした。 

Ⅳ  
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ２ 医療の質の向上 

（１）医療従事者の確保 

中期目標 

（１）医療従事者の確保 

医療サービスの維持・向上を図るため、待遇改善や職場環境の見直しによって、常勤医師の確保に努めること。 

看護職員及びコメディカル職員についても、教育体制の充実や職場環境の整備を図り、人材確保及び育成に取り組むこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（１）医療従事者の確保【重点項目】 

医師については、良質な医療を提供し

地域医療水準の維持・向上を図るため、

大学医局との密な連携を図るとともに、

待遇の改善や必要に応じた諸手当を導

入する。現在、非常勤医師による診療が

行われている呼吸器科・循環器科・糖尿

病（内科）・眼科、休診している耳鼻咽

喉科については、常勤医師の確保に努め

る。 

また、医師事務作業補助体制を強化

し、診療以外の業務負担を軽減すること

によって、診療に集中できる職場環境を

整備する。 

看護職員及びコメディカル職員につ

いては、患者やその家族に信頼される医

療サービスを提供するため、教育体制の

充実によるスキル向上に努めるととも

に、認定看護師をはじめとする病院経営

に関わるその他資格を有する職員の処

遇改善や資格取得費用の助成によって、

モチベーションを高める体制を整備す

① 医師 

大学医局との密な連携を図るととも

に、診療以外の業務負担を軽減するた

め、医師事務作業補助体制の導入等、診

療に集中できる職場環境を整備するよ

う努める。 

現在、非常勤医師による診療が行われ

ている呼吸器科・循環器科・糖尿病（内

科）・眼科、休診している耳鼻咽喉科に

ついては、常勤医師の確保のため、大学

病院等に積極的な働きかけを続ける。 

① 医師 

 非常勤医師による診療科については常

勤医師確保のため大学病院訪問や医局と

の懇談会を行い、常勤医師の派遣を積極

的に働きかけた。平成28年度の常勤医師

数の目標は達成できなかったが、平成29

年度には外科1人・整形外科2人・内科

（糖尿病）1人の常勤医師を確保した。 

非常勤医師による診療は昨年度同様に行

い、外来診療に必要な医療機能は果たし

た。 

平成28年度末の非常勤医師の診療は次の

とおりである。 

Ⅳ 
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る。また、働きやすい職場環境を整備す

ることによって、優秀な人材の流出を防

止する。 

② 看護職員及びコメディカル職員 

患者やその家族に信頼される医療サー

ビスを提供するため、教育体制の充実に

よるスキル向上に努める。 

病院経営に関わる資格を有する職員の

処遇改善や資格取得費用の助成によっ

て、モチベーションを高める体制を整備

する。 

また、職員採用やＳＰＤの導入による

業務の見直し等、働きやすい職場環境を

整備することによって、優秀な人材の流

出を防止する。 

診療科 診療日 人数 

循環器科 

（心リハ）
火曜～金曜 ４人 

呼吸器科 火曜～木曜 ３人 

糖尿病 月・水・土 ３人 

透析 火曜 １人 

肝臓病 火曜 １人 

神経内科 木曜 １人 

膠原病 金曜 １人 

整形外科 月曜～土曜 ６人 

眼科 水曜・土曜 ２人 

心エコー 土曜 １人 

② 看護職員及びコメディカル職員 

引き続き随時採用を行い、必要な時に必

要な人材を採用できるようにした。 

 看護師は平成28年度に9人採用したが、

退職者が5人いたため、結果68人となり計

画を2人上回った。また、平成27年度に始

めた看護学生奨学金制度を利用した１人が

入職した。平成28年度も奨学金制度を継続

し、2人が受給している。また、看護学校へ

の訪問や病院見学会の実施、看護学生向け

の採用サイトへの登録、新人看護職員研修

アドバイザー派遣事業への参加、看護実習

指導者の資格取得等、新人看護師の確保に

努めた。 

 採用が厳しい薬剤師についても、学生向け

の採用サイトの登録や、薬剤師試験会場で

の採用募集チラシ配布を行い、1人を採用す
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ることができた。 

その他の医療職員は放射線技師1人、理

学療法士2人、臨床工学技士2人、臨床検

査技師1人を新たに採用することができた。 

平成29年度に向けて、看護師・薬剤師は

もちろん、摂食機能療法のために言語聴覚

士やリハビリテーション充実のために作業

療法士・理学療法士の募集を行った。 

 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画との比較 

常勤医師数 11人 12人 13人 12人 △1人

看護師数 63人 64人 66人 68人 ＋2人

認定看護師数 0人 0人 0人 0人 0人
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ２ 医療の質の向上 

（２）医療安全対策の徹底 

中期目標 
（２）医療安全対策の徹底 

医療安全に係る情報の収集・分析を行い、医療安全対策の充実を図ること。また、全職員が医療安全に対する知識の向上に努め、適切に行動すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（２）医療安全対策の徹底 

患者の医療や病院に勤務する職員の

安全確保のため、医療安全に関する情

報の収集や分析を行い、院内の指針に

基づいて医療安全対策の徹底に努め

る。 

① 医療安全管理の充実 

医療安全管理委員会による医療事故

及びヒヤリハット事例の収集・分析を

行い、発生原因・再発防止策を検討し、

職員に周知徹底する。また、院内での

研修会・報告会、外部講師を招聘して

の講習会等を計画的に実施し、外部の

研修会等にも積極的に参加することを

通じて、安全意識と知識の向上を図る。

医療安全に関する情報の収集や分析を行

い、院内の指針に基づいて医療安全対策の徹

底に努める。 

① 医療安全管理の充実 

医療安全管理委員会を毎月定期的に開

催し、医療事故及びヒヤリハット事例の収

集・分析を行い、発生原因・再発防止策を

検討し、職員に周知徹底する。 

院内での研修会・報告会、外部講師を招

聘しての講習会等を計画的に実施する。ま

た、外部の研修会等にも積極的に参加する

ことを通じて、安全意識と知識の向上を図

る。 

医療安全・感染に関する院内・院外研

修の回数と参加人数は前年度及び計画を

ほぼ上回っている。平成27年度の他の外

部研修と重なったことによる参加者の減

少を踏まえ、事前の日程調整や周知の徹

底によるものである。 

 また、院内研修に参加できなかった職

員には、撮影可能な場合は講演をビデオ

撮影し、DVD研修を行うこととした。 

① 医療安全管理の充実 

医療安全管理委員会を毎月開催し、院

内における事例収集を行い、再発防止策

を検討し職員に周知徹底した。 

平成28年4月の熊本地震をはじめ、平

成28年度は近隣で地震が発生した。当院

では大きな被害はなかったものの、地震

発生時に影響があったことについては各

部署が報告書を提出し集約した。この中

で課題となった配備体制や連絡体制につ

いては、医療安全管理委員会で検討され、

変更を行った。 

また、相次いで起きた病院での事件を受

け、薬物や保管庫の鍵の管理方法を調査

し、より安全な方法に変更した。 

Ⅳ  

-20-



② 院内感染防止対策の充実 

感染制御委員会及び感染対策チーム

を中心とし、院内感染対策を確立する。

また、院内研修会や外部講師を招聘し

た講習会等を計画的に実施し、外部の

学会や研修会等への参加により情報収

集を行い、職員に周知徹底する。さら

に、院内ラウンド及び外部団体

（KRICT：北九州地域感染制御チーム）

によるラウンドを適宜実施し、院内感

染の予防に努める。 

② 院内感染防止対策の充実 

感染制御委員会及び感染対策チームを

中心とし、マニュアルの整備等院内感染対

策を確立する。 

院内研修会や外部講師を招聘した講習

会等を計画的に実施する。また、外部の学

会や研修会等への参加により情報収集を

行い、職員に周知徹底する。 

感染制御委員会による院内ラウンド及

び外部団体（KRICT：北九州地域感染制御

チーム）によるラウンドを適宜実施し、院

内感染の予防に努める。 

② 院内感染防止対策の充実 

院内感染制御委員会を毎月開催し、

耐性菌発生・保有状況及び抗菌薬の使

用状況の報告、マニュアルや院内感染

対策について検討し、職員に周知徹底

した。毎月の院内ラウンドに加え、病

棟は毎週ラウンドを行い、感染予防に

努めた。 

職員は麻疹や肝炎等の抗体検査を行

い、抗体が陰性であった場合や陽性で

もガイドラインの基準を満たさない場

合はワクチン接種を行い、職員を介す

る院内感染を防止している。インフル

エンザについても同様にワクチン接種

を行っている。 

また、ノロウィルス患者の受診が増加

したため、ノロウィルスに対応した汚

物処理セットを導入した。

26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

院内医療安全研修会開催回数 2回 2回 2回 2回 0回

院内医療安全研修会参加人数 110人 79人 130人 130人 0人

院外研修参加回数 4回 6回 4回 4回 0回

院外研修参加人数 12人 12人 8人 8人 0人

院内感染研修会開催回数 2回 2回 2回 2回 0回

院内感染研修会参加人数 92人 87人 130人 131人 ＋1人

院外研修開催回数 4回 4回 4回 8回 4回

院外研修参加人数 20人 23人 16人 24人 ＋8人

ラウンド回数 12回 12回 12回 12回 0回
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ２ 医療の質の向上 

（３）計画的な医療機器の整備 

中期目標 
（３）計画的な医療機器の整備 

地域住民のニーズにあった良質な医療が提供できるよう、医療機器を計画的に整備するとともに、必要に応じて順次更新を行うこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（３）計画的な医療機器の整備 

老朽化した医療機器は計画的に整

備・更新し、診療に有効な医療機器を適

宜導入することにより、医師をはじめと

する医療従事者のモチベーションを高

めるとともに、提供する医療の質の維

持・向上を図る。 

現在未導入のＭＲＩについては、現施

設では整備が必要なため、新築移転時の

導入に向けて準備を行う。 

老朽化した医療機器は計画的に整

備・更新し、診療に有効な医療機器を適

宜導入することにより、医師をはじめと

する医療従事者のモチベーションを高

めるとともに、提供する医療の質の維

持・向上を図る。 

老朽化した医療機器は、更新計画を提出

させ、院長、各部門管理者及び事務局にて

ヒアリングのうえ、購入を検討している。

平成29年3月に新病院へ移転することか

ら、平成28年度に購入する大型機器につい

ては移設の有無や移設費用についても検討

し、購入を決定した。また、整形外科に必

要な機器を購入し、1日に2例以上の手術

を可能とし手術件数を増やした。 

オーダーリング・電子カルテを現病院で

導入することはコスト的には不利であった

が、不慣れな施設で初めて使用することに

よるリスクを考えると、費用はかかるが移

転前にオーダーリング・電子カルテを導入

し、システムに習熟することが必要と判断

した。 

新病院に設置するMRIとCTについては選

定の参考のために、機器を保有する病院を

訪問し、情報収集や動作確認等を行った。 
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ２ 医療の質の向上 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（４）第三者評価機関による評価 

良質な医療を均質なレベルで提供す

る体制作りを目指し、国際規格 ISO9001

の認証を取得する。内部監査及び外部監

査の審査を受け、継続的な改善を行う仕

組みを構築する。 

良質な医療を均質なレベルで提供す

る体制作りを目指し、国際規格 ISO9001

を平成 29 年度中に認証取得するための

準備を行う。 

緩和ケアの施設基準をクリアする第三者

評価機関である「病院機能評価」と

「IS09001」について、e-ラーニングの受講

や研修会を行い検討した結果、良質な医療

を均質なレベルで提供するための仕組みを

構築できる「IS09001」が、当院の患者サー

ビス向上に適していると判断し、平成29

年度に「IS09001」の認証取得することを決

定した。認証取得に向けた準備として各部

署から代表を選出し、委員会を設置した。

定期的に会議を開催し、情報の共有・伝達、

現状の調査等を行った。 
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 患者サービスの向上 

（１）患者中心の医療の提供 

中期目標 

（１）患者中心の医療の提供 

患者の権利を尊重し、インフォームド・コンセント（患者やその家族が自ら受ける治療の内容に納得し、自分に合った治療法を選択できるような説明を受けたう

えでの同意をいう。）を徹底すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（１）患者中心の医療の提供 

患者やその家族が治療内容を十分に

理解し、納得した上で治療方法を選択で

きるように、事前説明を徹底する。 

当院及び他の医療機関の患者やその

家族から、病状や治療方法について、そ

の主治医以外の医師の助言等を求めら

れた場合に適切に対応できる相談支援

体制を強化する。 

また、医師をはじめとする専門的な知

識・技術を有する複数の医療従事者が、

診療科や職種を超えて患者情報を共有

し、連携・協働して患者中心の医療を推

進するため、褥瘡チーム、栄養サポート

チーム、感染症対策チーム、医療安全管

理チームなどチーム医療の推進に努め

る。 

患者やその家族が治療内容を十分に

理解し、納得した上で治療方法を選択で

きるように、事前説明を徹底する。 

当院及び他の医療機関の患者やその

家族から、病状や治療方法について、そ

の主治医以外の医師の助言等を求めら

れた場合に適切に対応できる相談支援

体制を強化する。 

医師をはじめとする専門的な知識・技

術を有する複数の医療従事者が、診療科

や職種を超えて患者情報を共有し、連

携・協働して患者中心の医療を推進する

ため、褥瘡チーム、栄養サポートチーム、

感染症対策チーム、医療安全管理チーム

などチーム医療の推進に努める。 

患者やその家族が治療内容を十分に理

解し､納得した上で治療方法を選択でき

るように､手術や検査、治療内容について

は患者やその家族に事前説明を行い、同

意書等の必要な書類の充実に努めた。 

医師や看護師だけでなく、薬剤師・管

理栄養士・理学療法士・作業療法士・社

会福祉士なども患者情報を共有し、専門

分野において患者とかかわるよう努め

た。患者の病状により必要な場合は、褥

瘡・栄養サポート・感染症対策・医療安

全管理などのチームによる検討を行い対

応した。また、在宅療養を希望する患者

については、社会福祉士が相談を受け、

患者支援センターを利用することで医療

及び介護の切れ目ないサービス提供を行

った。 
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 患者サービスの向上 

（２）快適性の向上 

中期目標 
（２）快適性の向上 

院内環境の改善や待ち時間の短縮に取り組むこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（２）快適性の向上 

患者やその家族などの病院利用者が

より快適に過ごせるよう、病室、待合ス

ペースなどの院内環境の整備を行い、必

要に応じて改善策を講じる。 

特に外来の診療待ち時間については、

医療システムの更新の際にオーダリン

グシステムの導入などＩＴ化を進める

ことによって、待ち時間の短縮に努め

る。また、患者満足度調査を実施するな

ど、患者ニーズを把握し改善すること

で、患者サービスの向上に反映させる。

患者やその家族などの病院利用者が

より快適に過ごせるよう、病室、待合ス

ペースなどの院内環境の整備を行い、必

要に応じて改善策を講じる。 

外来の診療待ち時間短縮のため、平成

29 年度稼動に向け電子カルテシステム

を導入し、ＩＴ化を進める。また、患者

満足度調査を実施し、患者ニーズを把握

する。 

今年度も老朽化したベッドを電動ベッド

へ更新した。 

また、待ち時間の改善策として、待合ス

ペースにテレビを設置したり、待ち時間短

縮のため、平成28年度末にオーダーリン

グ・電子カルテを導入し、操作研修・予行

練習等を行い平成29年度の本稼動に向け

て備えた。 

患者満足度調査を実施した。調査結果は

職員に周知するとともに、院外広報紙やホ

ームページに掲載し公表した。当院の全体

的な満足度は10点満点中、入院患者が7.25

点、外来患者が6.3点であった。入院患者

の調査結果は、全ておいて平均点が6点以

上となっており特に不満は見受けられなか

った。外来患者の調査結果において評価が

低かった項目は待ち時間で、5点以下であ

った。待ち時間については、前述のとおり

オーダーリング・電子カルテの導入により

改善を図る。 
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 患者サービスの向上 

（３）相談窓口の充実 

中期目標 
（３）相談窓口の充実 

地域住民から選ばれ、受診しやすい病院となるため、患者相談窓口の更なる充実を図ること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（３）相談窓口の充実 

地域住民から選ばれ、受診しやすい病

院となるため、患者相談窓口に人員を適

切に配置し、患者やその家族からの疾病

や治療に関する相談をはじめ、医療費の

負担等の生活上の問題、退院後の療養や

介護支援など各種相談に適切に対応で

きる体制を強化する。 

患者相談窓口に社会福祉士を配置

し、患者やその家族からの疾病や治療

に関する相談をはじめ、医療費の負担

等の生活上の問題、退院後の療養や介

護支援など各種相談に適切に対応す

る。 

平成27年度に引き続き、専従の社会

福祉士を含んだ5人体制（看護師・社会

福祉士2人・保健師・クラーク）で相談

業務を行った。平成28年度の相談件数

は3,229件で前年度より535件の増、計

画よりも229件の増となった。 

相談件数は年々増加している。平成

28年度は、相談窓口があることを院内

掲示やちらし配布をした。また、社会福

祉士が担当する病棟を決め、入院患者の

相談が受けやすい体制にし、その担当者

がわかるように病棟に掲示し周知した。

これらが相談者の増加に繋がったと考

える。 

主な相談内容は、転院相談・在宅支援相

談、介護保険に関する相談、健診結果につ

いての相談等であった。 

Ⅴ  

26年度  27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

相談件数 1,125件 2,694件 3,000件 3,229件 ＋229件

相談窓口人員数 4人 5人 5人 5人 0人
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 患者サービスの向上 

（４）職員の接遇向上 

中期目標 
（４）職員の接遇向上 

全職員が接遇の重要性を認識して、接遇の向上に努めること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（４）職員の接遇向上 

全職員対象と職種ごとの接遇研修等

を計画的に実施し、患者やその家族に立

った誠意ある応対の実践により、病院全

体で接遇の向上に努める。 

全職員対象や職種に即した接遇研修

を実施し、接遇の向上に努める。 

平成28年度は、定例の研修会に加え、

新病院への移転に向けての準備等の打

合せや新設委員会を含む各種委員会の

会議等が増えたことで、日程調整ができ

ず病院全体の接遇研修を実施すること

ができなかった。 

職種別については、事務職員が部署内

で研修を行った。 

平成29年度も新病院に向けて会議等

が増えることが予想されるため、研修の

手法や時間帯を考慮し、実施できるよう

計画する。

Ⅱ  

26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画比較 

院内接遇研修開催回数 － 92人 60人 12人 △48人

院内接遇研修参加人数 － 1回 2回 1回 △１回
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 患者サービスの向上 

（５）地域住民への医療情報の提供 

中期目標 

（５）地域住民への医療情報の提供 

医療・介護に関する専門分野の知識や蓄積された情報を活用して、地域住民を対象とした講座への講師派遣及び広報誌やホームページでの情報提供等、保健医療

情報の発信及び普及啓発を推進すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（５）地域住民への医療情報の提供 

町が主催する健康講座や公民館講座、

あしや塾等に講師を派遣し、自治区や各

種団体への公開講座等も実施する。ま

た、広報誌の発行やホームページ等によ

り医療情報を発信し、地域住民への普及

啓発活動を行う。 

町が主催する健康講座や公民館講座、

あしや塾等に講師を派遣する。自治区や

各種団体の公開講座等の要請に応える。

また、広報誌の発行やホームページ等に

より医療情報を発信し、地域住民への普

及啓発活動を行う。 

平成28年度は体育協会の依頼により

整形外科医師が「スポーツ障害に関する

講座」行い、在宅支援室の職員が「在宅

医療」について出前講座を行った。祭り

あしやではブースを設置し看護師が血圧

測定や医療相談を受けたり、健診の必要

性を話し、薬剤師が薬の飲み合わせ等の

相談を受けるなど地域住民へ普及活動を

行った。 

また、病院広報紙「かけはし」を作成・

配布し、啓発活動に努めた。平成28年度

は新たに年報を作成した。

Ⅳ  
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ４ 法令遵守と情報公開 

中期目標 
医療法をはじめとする関係法令を遵守し、自治体病院にふさわしい行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより、適正な業務運営を行うこと。 

また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示を適切に行うこと。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

自治体病院にふさわしい倫理観を持

ち、法令等を遵守することはもとより、

院内規程を定め医療倫理及び行動規範

を確立する。 

診療録等の個人情報については、個人

情報保護法に基づき、適正な情報取得を

行い、個人の権利利益が侵害されること

がないよう保護管理するとともに、院内

規程を定め、患者及びその家族等への情

報開示請求に対して適切に対応する。 

院内規程を定め医療倫理及び行動規

範を確立するよう努める。 

診療録等の個人情報については、個人

情報保護法に基づき、適正な情報取得を

行い、個人の権利利益が侵害されること

がないよう保護管理するとともに、患者

及びその家族等への情報開示請求に対

して適切に対応する。 

診療録等の個人の診療情報について

は、地方独立行政法人芦屋中央病院個

人情報保護規程を作成した。当院の規

程及び関係法令に基づき、適正に管

理・情報提供を行った。 

 平成28年度のカルテ開示請求は19

件あり、カルテ保存年限を経過した2

件を除いた17件について、カルテ開示

を行った。
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １ 法人運営管理体制の確立 

中期目標 

法人の運営が適切に行われるよう、理事会等の意思決定機関を整備するとともに、権限委譲と責任の所在を明確化した効率的かつ効果的な運営管理体制を構築す

ること。 

また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標を着実に達成できる体制を整備すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

法人の運営については、医療環境の変

化に迅速かつ的確に対応するため、理事

長、副理事長及び理事で構成する理事会

等法人組織の体制を整備する。 

また、法人の諸規程を整備し、権限委

譲と責任の所在を明確化した効率的か

つ効果的な運営管理体制を確立する。 

さらに、中期目標、中期計画及び年度

計画の着実な達成に向けて、毎月の収支

報告及び各診療科・部門の月報を収集・

分析を行い、計画の進捗状況を把握し、

対策を講じる等、継続的な改善への取組

みを行う業務運営を実施する。 

法人の運営については、理事会等法人

組織の体制を整備する。 

また、法人の諸規程を整備し、権限委

譲と責任の所在を明確化した効率的か

つ効果的な運営管理体制を確立する。 

計画の着実な達成に向けて、毎月の収

支報告及び各診療科・部門の月報を収

集・分析を行い、計画の進捗状況を把握

し、対策を講じる等、継続的な改善への

取組みを行う業務運営を実施する。 

また、部門ごとに目標を設定し、部門

長を中心にその達成に向けて取り組む。

平成28年度も病院長、副院長、医務局長、

事務局長、看護部長、医療技術統括長、薬

剤部長による運営会議は毎週1回、各部門

の管理者及び医師による管理者全体会議、

各部門の代表者で構成される実務者会議、

若手職員からなる新・病院ワーキンググル

ープは月１回の定例で会議が開催され、各

層からの病院に対する意見が運営会議に集

約される体制を継続し院内の情報・意思共

有を図った。 

なお、現体制について課題もあるため、

より組織的に機能するために見直すことと

し、検討を始めた。 

また、新病院での病院運営に関わる重要

事業について、新たに「IT導入委員会」「ISO

推進委員会」「緩和ケア検討委員会」を設置

した。「IT導入委員会」は、オーダーリン

グ・電子カルテ導入に関し職員の疑問・不

安の解消、運用に対する業務改善の検討等

を目的とし、活動した。「ISO推進委員会」

は平成29年度のISO9001認証取得に必要な

事項を滞りなく進めることを目的とし、活
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動した。「緩和ケア検討委員会」は新病院で

緩和ケア病棟をスムーズに設置するための

準備を目的とし、活動した。それぞれの委

員会は独立しているが、副院長を委員長と

する統括部会が情報収集と共有、進捗状況

の把握等を行い、運営会議に報告する体制

とした。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 ２ 業務運営の改善と効率化 

（１）人事考課制度の導入 

中期目標 
（１）人事考課制度の導入 

職員の能力・業績を的確に評価し、人材の育成やモチベーションの向上につながる制度の構築を図るため、人事考課制度を導入すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（１）人事考課制度の導入 

現在の給与制度を見直し、職員の成果

や能力の客観的な評価に基づいて、昇

任・昇格及び給与に反映させることがで

きる新たな制度の導入を目指す。 

また、法人で働く職員の法人運営への

参画意識の醸成を図るため、法人の業績

と連動して賞与制度や個人の評価が給

与及び研修機会の付与等の非金銭的報

酬に反映されることにより、職員のモチ

ベーションを高めることができる制度

の導入を目指す。 

職員に求められる能力・役割を明確に

し、その行動評価を具体的、客観的に行

うとともに、育成面談の実施、自己の振

り返りの機会を設ける等、期待する人材

を育てることを目的とした人事考課制

度の構築を目指す。 

職員に求められる能力・役割を明確に

し、その行動評価を具体的、客観的に行

うとともに、育成面談の実施、自己の振

り返りの機会を設ける等、期待する人材

を育てることを目的とした人事考課制

度の構築に向け、人事評価を試行する。

法人運営のへの参画意識の醸成を図

るため、法人の業績と連動する賞与制

度、個人の努力や成果が処遇及び研修機

会の付与等の非金銭的報酬に反映され

る等の職員のモチベーションを高める

ことができる制度構築を目指し、引き続

き検討する。 

人材の育成と職員の成果や能力の客観

的な評価に基づいて処遇反映を行う人事

考課制度の導入に向け、平成28年度は人

事評価の試行を行い、集計・分析を行っ

た。 

また、被評価者の人事評価の理解を深

めるため研修会を開催した。 

円滑な運用のためには、評価する者と

される者の両者の理解と納得が必要なた

め、今後も研修会や試行を続けていく。
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 ２ 業務運営の改善と効率化 

（２）予算の弾力化 

中期目標 

（２）予算の弾力化 

地方独立行政法人制度の特徴である、中期目標及び中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことにより、

効率的、効果的かつ迅速な事業運営に努めること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（２）予算の弾力化 

中期計画の期間内で、予算科目や年度

にとらわれず弾力的に運用できる会計

制度を整備・活用し、医療環境の変化に

迅速かつ柔軟に対応する。 

また、契約においては、複数年契約や

複合契約などの多様な契約手法を用い

ることにより、効率的かつ効果的な事業

運営に努める。 

予算科目や年度にとらわれず医療現

場の特性に応じて、弾力的に運用できる

会計制度を整備・活用し、医療環境の変

化に迅速かつ柔軟に対応する。 

また、契約においては、複数年契約や

複合契約などの多様な契約手法を用い

ることにより、効率的かつ効果的な事業

運営に努める。 

高額医療機器の購入については、各

科・部門からの購入計画を基に、費用

対効果・患者サービス等を考慮し、運

営会議のメンバーによる備品購入委員

会にて購入の可否を決定し、計画的に

購入している。 

高額機器の入札においては、機器本

体の価格のみならず保守委託等のラン

ニングコストを含めた価格による選定

とした。 

平成28年度は整形外科の手術が増加

したため、同日に2例以上の手術がで

きるよう手術機器を購入し対応した。 

また、医療のIT化推進に対応するため

オーダーリング・電子カルテの導入は必

須であるが、現病院での導入はコスト的

には不利であった。しかし、新病院での

スムーズな運用のためには移転前の導入

が効果的であると判断し購入した。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 ２ 業務運営の改善と効率化 

（３）適切かつ弾力的な人員配置 

中期目標 

（３）適切かつ弾力的な人員配置 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、医療ニーズに沿った職員を適切かつ弾力的に配置すること。 

また、必要に応じて常勤以外の雇用形態を取り入れることなどにより、多様な専門職の活用を図り、効果的な医療の提供及び効率的な業務運営に努めること。 

さらに、事務部門については、法人職員の採用や研修の充実等により、病院特有の事務に精通した職員を確保・育成し、職務能力の向上を図ること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（３）適切かつ弾力的な人員配置 

高度な専門知識と技術に支えられた

良質で安全な医療を提供するため、地方

独立行政法人化のメリットの一つであ

る柔軟な人事管理制度を活用して、医師

をはじめとする職員を適切かつ弾力的

に配置する。 

医療従事者の確保については、随時採

用の実施や必要に応じて常勤以外の多

様な雇用形態を取り入れる。また、適材

適所による人材の有効活用を図ること

により、効果的な医療の提供及び効率的

な業務運営に努める。 

さらに、事務部門の職員については専

門性の高い法人職員の採用、中長期的な

育成や研修制度の充実により、病院特有

の事務に精通した職員を確保・育成し、

職務能力の向上を図るとともに運営管

理体制を強化する。 

地方独立行政法人化のメリットの一

つである柔軟な人事管理制度を活用し

て、医師をはじめとする職員を適切かつ

弾力的に配置する。 

医療従事者の確保については、随時採

用の実施や必要に応じて常勤以外の多

様な雇用形態を取り入れる。また、適材

適所による人材の有効活用を図ること

により、効果的な医療の提供及び効率的

な業務運営に努める。 

事務部門の職員については専門性の

高い法人職員の採用、中長期的な育成や

研修制度の充実により、病院特有の事務

に精通した職員を確保・育成し、職務能

力の向上を図るとともに運営管理体制

を強化する。 

平成27年度に看護師、社会福祉士、

リハビリテーション職員、クラークの

多職種による配置とした在宅支援室

は、平成28年度には患者支援センター

に改変し、医師を加えてさらに充実さ

せた。 

平成 28 年度の採用人数は19 人で、

そのうち4月1日の採用者は10人で、

随時採用による年度中の採用者は 9 人

だった。職員の確保については随時採

用を継続し、必要に応じて人材を確保

することができた。 

また、緩和ケア病床整備に向け、緩

和ケア病床新規開設経験者をアドバイ

ザーとして非常勤雇用した。 

事務部門については、3人の新人職員

を採用した。平成29年度に目指してい

るデータ提出加算や地域包括ケア病床

設置に向け、病院事務に精通した職員

を募集し、確保することができた。
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 ２ 業務運営の改善と効率化 

（４）研修制度の推進 

中期目標 
（４）研修制度の推進 

職務や職責に応じた能力の向上及び各部門における各種専門資格の取得による専門性・医療技術の向上を図るため、研修制度を整備し、計画的に研修を行うこと。

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（４）研修制度の推進 

専門医、認定医、専門看護師及び認定

看護師等の資格取得の促進や薬剤師を

はじめとするコメディカル職員の専門

性の向上に向けた研修については、指導

的立場にある職員による院内研修会や

各種団体が主催する専門性の高い学会

などへの参加、院内へ専門の講師を招聘

することで充実を図るなど、職務、職責

に応じた実効性のある研修を計画性を

もって実施する。 

また、資格取得のための外部研修につ

いては、旅費支給や支援制度の確立、研

修期間中の待遇措置等の環境を整備す

る。 

医療職員の専門性の向上に向けた研

修については、指導的立場にある職員に

よる院内研修会や各種団体が主催する

専門性の高い学会などへの参加、院内へ

専門の講師を招聘することで充実を図

るなど、職務、職責に応じた実効性のあ

る研修を実施する。 

また、資格取得のための外部研修の旅

費や講習費の支給等を行う支援制度を

整備する。 

平成28年度も月1回の職員全員を

対象とした外部講師による院内学習

会や、各部署での部内研修会により、

知識の向上に努めた。部内研修は毎週

実施している部署もあった。 

各部署において学会や外部研修に

参加した職員は、その内容を部内にお

いて、発表・回覧等を行い取得した情

報・知識の共有を図った。 

看護部においては、院内研修として

ｅ-ラーニングによる研修を導入し、

全看護師が受講した。年々増加してい

る新人看護職員への研修プログラム

の見直しのため「新人看護職員研修ア

ドバイザー派遣事業(※)」に参加し、新

人看護職員研修体制を整備した。 

長期間に及ぶ講習である「看護実習

指導者講習会」や「日本看護協会認定

看護管理者ファーストレベル」「セカ

ンドレベル」を各1名が受講し修了し

た。来年度も受講予定である。当院の

認定看護管理者ファーストレベルは
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16人、セカンドレベルは2人が修了し

ている。 

また、認定看護師の資格取得を推進

するため、認定看護師資格取得に関す

る奨学金貸付制度を整備した。平成29

年度は奨学金を利用し「皮膚排泄ケア

看護認定看護師」の資格を取得する予

定である。 

（※）アドバイザーの支援を受け新人看

護職員研修の課題を明らかにし、その課

題達成を通して自施設の理念に基づい

た新人看護職員研修体制を整備するこ

とを目的とする福岡県看護協会の事業。 
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第３ 財政内容の改善に関する事項 

 １ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）健全な経営の維持 

中期目標 
（１）健全な経営の維持 

自治体病院としての使命を継続的に果たしていくため、より一層の効率的、効果的な業務運営を行うことで、健全経営を維持し継続すること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（１）健全な経営の維持 

政策的医療に係る経費以外の経常的

な事業経費については、法人の事業経営

に伴う収入をもって充て、かつ資金が一

定の水準に維持されるように健全経営

を維持し継続する。 

また、繰出基準に基づいた運営費負担

金を町から繰入れる。 

政策的医療に係る経費以外の経常的

な事業経費については、法人の事業経

営に伴う収入をもって充て、かつ資金

が一定の水準に維持されるように健全

経営を維持し継続する。 

また、繰出基準に基づいた運営費負

担金を町から繰入れる。 

平成28年度も、平成12年度より継続

している黒字経営を維持することを目指

し、病院経営を行った。 

新病院開院に向け、病院建設はもちろ

ん人材の確保、オーダーリング・電子カ

ルテの導入等により費用が増加し、厳し

い状況であったが黒字とすることができ

た。 

平成29年度も新病院の建設、新病院に

設置する高額医療機器の購入、医療機器

や備品の更新、電子カルテのランニング

コスト、引越し費用、優秀な人材の確保

等の費用の増加が見込まれる。安易な支

出にならないよう、費用対効果や必要度

を十分検討する。 

安定した収入維持のために必要な常勤

医師の確保については、大学病院と連携

を深め、働きかけを行っており、平成29

年度には、4名の常勤医師が増えることが

決定している。 

また、電子カルテ導入によりデータ提

出加算が可能になるうえ、地域包括ケア
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病床の導入を検討しており、更なる収益

の増加が期待できる。 

今後も新病院に関する費用の増加が見

込まれ、今年度以上に厳しい状況が予想

されるが、常勤医師の増や新たな診療報

酬による増収も見込まれることから、黒

字経営の継続に努める。 
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第３ 財政内容の改善に関する事項 

 １ 持続可能な経営基盤の確立 

（２）収入の確保 

中期目標 

（２）収入の確保 

診療報酬の改定や法改正等に的確に対処し、収入を確保するとともに、未収金の発生防止策や回収の強化に努めること。 

また、地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提供及び効果的な病床管理による病床利用率の向上により収入の増加を図ること。 

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（２）収入の確保 

診療報酬改定への適切な対応と、地域

の医療機関との連携を密にし、スムーズ

な患者の受け入れ体制を確立すること

で、患者数の増加に努める。 

さらに、地域の在宅療養支援診療所と

の連携の強化、２４時間体制での訪問診

療・訪問看護の実施、利用者及び利用者

家族との密な連携により、入院から在宅

復帰への支援、在宅からスムーズな入院

への道筋を確立することで利用者の増

加に努める。 

引き続き請求漏れや査定減を防止す

るとともに、未収金発生の防止や未収金

が発生した場合の原因分析の徹底と対

策、未収金回収の強化に取り組む。 

また、健診・がん検診や文書料等の診

療報酬外の収入については、適切な料金

設定を行い、収入の増加を図る。 

診療報酬改定への適切な対応と、地域

の医療機関との連携を密にし、スムーズ

な患者の受け入れ体制を確立すること

で、患者数の増加に努める。 

さらに、地域の在宅療養支援診療所と

の連携の強化、２４時間体制での訪問看

護の実施、利用者及び利用者家族との密

な連携により、入院から在宅復帰への支

援、在宅からスムーズな入院への道筋を

確立することで利用者の増加に努める。 

引き続き請求漏れや査定減を防止す

るとともに、未収金発生の防止や未収金

が発生した場合の原因分析の徹底と対

策、未収金回収の強化に取り組む。 

また、健診・がん検診や文書料等の診

療報酬外の収入については、適切な料金

設定を行い、収入の増加を図る。 

一般病床は、入退院委員会による適切な

入退院管理や在院日数調整会議を実施し、

看護体制10対１を維持した。平成27年度

から開始したスポーツ専門整形外科が周知

され、患者数や手術件数が増加した。また、

高度急性期病院治療後のがん患者が増え、

増収となった。 

平成28年度の一般病床の入院患者数は

年延30,524人で前年度に比べ839人

（2.8％）の増加、1日平均83.6人で病床

利用率は86.2％であった。新規入院患者数

は1,539人で前年度に比べ16人（1.1％）

の増加、患者ひとり当たりの平均単価は

30,908円で前年度に比べると54円（0.2％）

増加した。 

療養病床は、医療療養型病床10床と介護

療養型病床30床の計40床ある。医療療養

型病床の入院患者数は3,070人で病床利用

率84.1％と高かったが、介護療養型病床は

5,318人で前年度に比べ3,337人の大幅な

減少であった。これは町内をはじめ近隣に

Ⅲ  
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特別養護老人ホームができ患者が移ったこ

とや、新病院では介護療養病床を廃止する

ことから、断ってはいないものの、積極的

な受け入れを行っていないことが要因と考

えられる。 

外来患者についても、整形外科の患者の

増加により、平成28年度の患者数は76,188

人で前年度に比べ4,659人（6.5％）増加し

た。1日平均患者数が260人、患者ひとり

当たりの平均単価は13,092円で前年度に

比べると141円（1.1％）増加した。 

平成28年度の入院及び外来収益の合計

は20億7千6百万円で前年度の20億2千

万円と比べ5千6百万円（2.8％）の増加と

なった。 

平成28年度は診療報酬改定があったが、

施設基準や加算要件の変更に対する対策や

新たに取得できる加算の検討を行い、収入

確保に努めた。 

平成29年度に向け、新たにデータ提出加

算・地域包括ケア病床・摂食機能療法によ

る収入を確保するため、システムの整備や

人員確保を行った。 

また、医師の増による増収も期待できる。
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第３ 財政内容の改善に関する事項 

 １ 持続可能な経営基盤の確立 

（３）支出の節減 

中期目標 
（３）支出の節減 

医薬品及び診療材料費、医療機器等の購入方法の見直しや、複数年契約など、効率的・効果的な事業運営に努め、引き続き費用の節減・合理化に取り組むこと。

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会のコメント 

（３）支出の節減 

医薬品及び診療材料等については、調

達にかかる費用削減のため徹底した価

格交渉の実施、ジェネリック医薬品の使

用拡大等を図る。医療機器の購入や委託

契約等については、購入費用とランニン

グコストとの総合的評価の導入、業務内

容の見直し、複数年契約の導入等によ

り、費用の削減を図る。 

医薬品及び診療材料等については、調

達にかかる費用削減のため徹底した価

格交渉の実施、ジェネリック医薬品の使

用拡大等を図る。 

医療機器の購入や委託契約等につい

ては、購入費用とランニングコストとの

総合的評価の導入、業務内容の見直し、

複数年契約の導入等により、費用の削減

を図る。 

医薬品及び診療材料等については一品目

ごとに見積もり競争や粘り強い価格交渉を

行い、安価で購入するよう努めた。医薬品

は薬事委員会において採用や廃棄、後発医

薬品（ジェネリック薬）の使用について審

議を行い、品目の見直しを行った。後発医

薬品の割合は平成28年度は39.1％で前年

度の35.3％と比べ増加した。また、診療材

料の在庫数の軽減や効率的な購入のため、

平成29年度にSPDを導入することとした。

高額機器は各部門から購入希望計画を提

出させ、費用対効果を考えて購入を決定し

た。一部の医療機器については、機器費用

とランニングコストの総合評価による入札

を行った。 

少額な消耗品等についても、調査や情報

収集を行ったり、規格を統一し購入数を増

やすことで単価を下げるなど、経費節減に

努めた。 
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指  標 26年度 27年度 28年度計画 28年度実績 計画との比較 

入

院

一
般
病
床

１日平均入院患者数 76.2人 81.1人 83.5人 83.6人 ＋0.1人 

新規入院患者数 1,342人 1,523人 1,560人 1,539人 △21人 

病床利用率 78.6％ 83.6％ 86.1％ 86.2％ ＋0.1％ 

平均入院単価 28,248円 30,854円 31,503円 30,908円 △595円 

平均在院日数 21日 20日 20日 20日 0日 

療
養
病
床

平均入院患者数 30.4人 30.9人 25.2人 23.0人 △2.2人 

病床利用率 76.0％ 77.1％ 63.0％ 57.5％ △5.5％ 

平均入院単価 15,701円 15,826円 16,226円 16,197円 △29円 

外

来

1日平均外来患者数 231.5人 243.3人 259.9人 260.0人 ＋0.1人 

外来診療単価 13,134円 12,951円 12,931円 13,092円 ＋161円 

医業収支比率  ※1 97.5％ 103.3％ 98.6％ 98.3％ △0.3％ 

経常収支比率  ※2 100.9％ 105.6％ 100.9％ 100.2％ △0.7％ 

職員給与費比率 ※3 43.3％ 42.9％ 46.0％ 45.1％ △0.9％ 

材料費比率   ※4 26.1％ 28.1％ 28.7％ 28.8％ ＋0.1％ 

※1 医業収支比率＝医業収益／医業費用×100 

     ※2 経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100 

     ※3 職員給与費比率＝給与費（一般管理費分含む）／医業収益×100 

     ※4 材料費比率＝材料費（医薬品・診療材料等）／医業収益×100 
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第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算              （単位：千円）

区  分 予算額 決算額 

収 入 

営業収益 2,408,345 2,378,058

医業収益 2,218,906 2,196,142

運営費負担金等収益 189,438 181,916

営業外収益 9,450 10,097

運営費負担金収益 3,443 3,444

その他営業外収益 6,007 6,653

資本収入 1,225,100 1,225,616

長 期 借 入 金 672,400 660,100

その他資本収入 552,700 565,516

そ の 他 の 収 入 0 0

計 3,642,894 3,617,332

支 出 

営業費用 2,308,813 238,901

医業費用 2,214,111 2,211,489

給 与 費 964,209 964,267

材 料 費 686,026 681,306

経費 563,876 565,916

一 般 管 理 費 94,702 97,413

給 与 費 67,582 69,280

経費 27,120 28,132

営業外費用 5,056 6,925

資本支出 1,449,276 1,446,325

建 設 改 良 費 1,382,602 1,379,583

償還金 64,875 64,875

 その他資本支出 1,800 1,867

その他支出 0 0

計 3,763,145 3,762,151

２ 収支計画            （単位：千円）

区 分 予算額 決算額 

収益の部 2,441,982 2,411,696

 営業収益 2,432,754 2,401,849

医業収益 2,213,905 2,191,399

運営費負担金等収益 189,438 181,916

資産見返負債戻入 29,411 28,534

営業外収益 9,228 9,847

運営費負担金収益 3,443 3,444

その他営業外収益 5,785 6,403

臨時利益 0 0

費用の部 2,421,740 2,407,245

営業費用 2,340,030 2,325,498

医業費用 2,246,279 2,229,182

給与費 950,596 918,512

材料費 635,209 631,132

経費 540,331 541,834

減価償却費 120,143 137,704

その他医業費用 0 0

一般管理費 93,751 96,316

営業外費用 80,710 81,575

臨時損失 1,000 172

純利益 20,243 124,420

目的積立金取崩額 － －

純利益 20,243 4,451

３ 資金計画            （単位：千円） 

区 分 予算額 決算額 

資金収入 6,758,457 7,737,130

業務活動による収入 2,417,794 2,403,751

診療業務による収入 2,218,906 2,209,029

運営費負担金等による収入 192,882 185,360

その他業務活動による収入 6,007 9,362

投資活動による収入 － 2,000,516

財務活動による収入 1,225,100 217,300

長期借入れによる収入 147,800 217,300

そ の 他 財 務 活 動 に よ る 収 入 552,700 0

前事業年度からの繰越金 3,115,563 3,115,563

資金支出 3,763,145 4,807,078

業務活動による支出 2,313,868 2,349,028

給 与 費 支 出 1,031,790 1,010,571

材 料 費 支 出 686,026 652,370

その他の業務活動による支出 596,052 686,087

投資活動による支出 1,384,402 2,393,175

有形固定資産の取得による支出 1,382,602 357,564

その他投資活動による支出 1,800 2,035,612

財務活動による支出 64,875 64,875

移行前地方債償還債務の償
還及び長期借入金の返済に
よる支出 

72,130 64,875

その他の財務活動による支出 0 0

次期中期目標期間への繰越金 2,995,312 2,930,052
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第５ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実施状況 評価委員会のコメント 

１ 限度額 

３００百万円 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

（１）業績手当（賞与）の支給等による一時的な

資金不足への対応 

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支

給等、偶発的な出費への対応 

１ 限度額 

３００百万円 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

（１）業績手当（賞与）の支給等による一時的

な資金不足への対応 

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の

支給等、偶発的な出費への対応 

平成 28 年度中に想定される発生事由

による短期借入金はなく、自己資金にて

賄った。

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

中期計画 年度計画 実施状況 評価委員会のコメント 

現病院の敷地等については、設立団体と協議の

うえ、平成２９年度以降に出資団体に納付する。 
なし 平成28年度はなかった。 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

中期計画 年度計画 実施状況 評価委員会のコメント 

なし なし 平成28年度はなかった。 

第８ 剰余金の使途 

中期計画 年度計画 実施状況 評価委員会のコメント 

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を

生じた場合は、病院施設の整備・改修、医療機器

の購入、長期借入金の償還、教育・研修体制の充

実、組織運営の向上策等に充てる。 

計画期間中の毎事業年度の決算において

剰余を生じた場合は、病院施設の整備・改修、

医療機器の購入、長期借入金の償還、教育・

研修体制の充実、組織運営の向上策等に充て

る。

平成28年度は剰余金を生じたため、医

療機器の購入等に充てられるよう積み立

てる。

-44-



第９ その他 

中期計画 年度計画 実施状況 評価委員会のコメント 

１ 施設及び設備に関する計画（平成27年度から

平成30年度まで） 

（単位：千円）

施設及び設備の内容 予 定 額 

病院施設・設備の整備 4,120,434

医療機器等の整備・更新 1,330,885

２  法第40条第４項の規定により業務の財源に

充てることができる積立金の処分に関する計画 

 なし 

３  その他の法人の業務運営に関し必要な事項 

（１）新築移転に向けた取組 

平成３０年３月の開院を目指し｢町立芦屋中央

病院 新病院基本計画｣に基づき、新築移転後の病

院の役割や機能、施設の仕様などをより具体的に

検討し、確実に事業を進める。その中で、新築移

転後の病院で新たに取り組む主なものについて

は、次のとおりとする。 

① ＭＲＩの導入 

新たにＭＲＩを導入する。 

② 院外処方への移行 

国が進める医薬分業の制度に伴い、院外処方へ

移行する。 

１ 施設及び設備に関する計画（平成28年度）

（単位：千円）

施設及び設備の内容 予 定 額 

病院施設・設備の整備 960,938

医療機器等の整備・更新 421,664

２  法第40条第４項の規定により業務の財源

に充てることができる積立金の処分に関する

計画 

なし 

３  その他の法人の業務運営に関し必要な

事項 

（１）新築移転に向けた取組 

平成３０年３月の開院を目指し、実施設計に

基づき病院建設を始める。また、住民説明会を

行う等、新病院に関する情報を提供する。 

１ 施設及び設備に関する計画（平成28年度）

（単位：千円）

２  法第40条第４項の規定により業務の財源

に充てることができる積立金の処分に関する

計画 

平成28年度はなかった。 

３  その他の法人の業務運営に関し必要な

事項 

（１）新築移転に向けた取組  

新築移転については、基本設計・実施設計

完成に伴い、ホームページ掲載や住民説明会

の実施により町民へ周知した。建設工事は、

平成28年9月に工事着工し、平成29年12

月の竣工に向けて、予定どおりに進んでい

る。また、現病院の備品等の品目や数、移設

の可否の調査を行い、できるだけ既存品を利

用するようヒアリングを行い、新病院で必要

な備品等について整理した。 

施設及び設備の内容 予 定 額 決算額 

病院施設・設備の整備 960,938 983,901

医療機器等の整備・更新 421,664 395,682
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③ 外来化学療法の実施 

施設及び体制を整え、外来化学療法を実施す

る。 

④ 皮膚科の新設 

超高齢化社会の到来に伴い、高齢者における皮膚

科の需要が高いため、必要とする皮膚科の新設を

目指す。 

⑤ 診療科名の細分化 

専門性がわかりやすいよう、診療科名の標記を細

分化する。 

⑥ 緩和ケア病棟の設置 

 がん治療サポートに特化した病棟を設置する。 

（２）施設の維持 

昭和５１年１０月に開院した当院建物は、耐用

年数を過ぎた設備が多く、老朽化が進んでいる。

地域住民に安全で安心な医療を提供するため、必

要な整備を把握して計画的に改修等を実施し、新

築移転するまでの安全な施設維持を行う。 

（３）国民健康保険診療施設の役割 

国民健康保険診療施設としての役割を引き継

ぎ、国民健康保険被保険者に医療を提供し、かつ

健康の維持及び増進に寄与する。 

国民健康保険被保険者に対し、医療の提供はも

とより、特定健診及びがん検診等を実施し、予防

医療に努める。 

また、医療相談窓口や当院が保有する訪問看護ス

テーション、訪問リハビリテーション、通所リハビ

リテーション、居宅介護支援事業所の充実を図り、

地域医療の中心となるべく国民健康保険診療施設

としての役割を果たす。 

（２）施設の維持 

昭和５１年１０月に開院した当院建物は、

耐用年数を過ぎた設備が多く、老朽化が進ん

でいる。地域住民に安全で安心な医療を提供

するため、必要な整備を把握して計画的に改

修等を実施し、新築移転するまでの安全な施

設維持を行う。 

（３）国民健康保険診療施設の役割 

国民健康保険診療施設としての役割を引き

継ぎ、国民健康保険被保険者に医療を提供し、

かつ健康の維持及び増進に寄与する。 

国民健康保険被保険者に対し、医療の提供は

もとより、特定健診及びがん検診等を実施し、

予防医療に努める。 

また、医療相談窓口や当院が保有する訪問看

護ステーション、訪問リハビリテーション、居

宅介護支援事業所の充実を図るとともに、通所

リハビリテーションを開始し、地域医療の中心

となるべく国民健康保険診療施設としての役

割を果たす。 

（２）施設の維持 

新病院移転までの間、安全な施設を維持す

るため必要な整備を行った。 

平成28年度は、主に非常用発電機の修理、

天井の張替え、温水洗浄便座の取替やボイラ

ー・空調機・配管関係等の補修を行った。 

（３）国民健康保険診療施設の役割 

国民健康保険診療施設として、特定健診及

びがん検診を実施した。 

総合相談窓口においては、医療はもとよ

り、在宅療養、介護に関することなど生活上

の様々なことに、専門の職員を配置して支援

を行った。また、当院が保有する訪問看護ス

テーション、訪問リハビリテーション、居宅

介護支援事業所に加え、通所リハビリテーシ

ョンを開始しさらなる充実を図った。 
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地方独立行政法人芦屋中央病院に対する評価の基本方針

平成２７年８月２７日           

地方独立行政法人芦屋中央病院評価委員会決定 

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２８条第１項及び第３０条第１

項の規定に基づき、地方独立行政法人芦屋中央病院評価委員会（以下「評価委員会」と

いう。）において地方独立行政法人芦屋中央病院（以下「法人」という。）の評価を実施

するに当たっては、以下の方針に基づき行うものとする。 

第１ 基本方針 

１ 評価は、中期目標・中期計画の達成状況等を踏まえ、法人の業務運営等について

多面的な観点から総合的に評価を行い、評価を通じて法人の継続的な質的向上に資

するものとする。 

２ 評価を通じて、法人の中期目標・中期計画の達成に向けた取組み状況を町民に分

かりやすく示すものとする。 

３ 業務運営の改善や効率化等の特色ある取組みや様々な工夫を積極的に評価する

ものとする。 

４ 法人を取り巻く環境の変化等を踏まえ、必要に応じて評価の方法を見直し、改善

するものとする。 

第２ 評価方法 

評価は、各事業年度終了時に実施する「年度評価」と中期目標期間終了時に実施する

「中期目標期間評価」とし、それぞれ「項目別評価」と「全体評価」を併せて行うもの

とする。 

１ 年度評価 

（１）法人の自己評価・自己点検に基づき、中期計画及びこれに基づく年度計画に記

載されている小項目、大項目及び全体について評価を行う。 

（２）年度評価に係る評価基準等の詳細については、別途定めるものとする。 

２ 中期目標期間評価 

（１）各年度評価の評価結果も踏まえつつ、中期目標に記載されている大項目及び全

体について評価を行う。 

（２）中期目標期間評価に係る評価基準等の詳細については、別途定めるものとする。 

第３ 評価結果の活用 

１ 法人は、評価結果を踏まえて、組織や業務運営等の改善に取り組むものとする。 
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２ 法人の業務継続の必要性及び組織のあり方等に関する検討、次期中期目標及び次

期中期計画の策定の際には、中期目標期間の各年度の評価結果を活用するものとす

る。 

３ 次期中期目標及び次期中期計画の策定に関して、評価委員会が意見を述べる際に

は、中期目標期間の各年度の評価結果を踏まえるものとする。 

第４ 評価の進め方 

１ 報告書の提出 

法人は、各事業年度及び中期目標期間終了後３か月以内に、当該期間における業

務の実績を明らかにした報告書を評価委員会に提出する。 

２ 評価の実施 

評価委員会は、提出された報告書をもとに、法人からのヒアリング等を踏まえて

業務実績を調査分析し、総合的な評価を行う。 

３ 意見申立て機会の付与 

評価委員会は、評価結果の決定に当たり、法人に対し評価結果（案）に対する意

見申立ての機会を付与する。 

第５ 目標・計画を策定する際の留意点 

法人において、目標・計画を策定する際は、その達成状況を客観的に測定することが

できるよう、数値目標を設定することを基本とする。数値目標の設定が困難な場合は、

達成状況が明らかになるように目標設定を工夫するものとする。 
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地方独立行政法人芦屋中央病院の年度評価実施要領 

平成２７年８月２７日           

地方独立行政法人芦屋中央病院評価委員会決定 

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２８条第１項の規定に基づき、

地方独立行政法人芦屋中央病院評価委員会（以下「評価委員会」という。）において地

方独立行政法人芦屋中央病院（以下「法人」という。）の各事業年度に係る業務の実績

に関する評価（以下「年度評価」という。）を実施するに当たっては、「地方独立行政法

人芦屋中央病院に対する評価の基本方針（平成２７年８月２７日決定）」を踏まえなが

ら、以下に示した方針及び評価方法等により実施する。 

第１ 評価方針 

１ 年度評価は、中期目標・中期計画の達成に向けた法人の事業の進捗状況を確認す

る観点から行う。  

２ 年度評価の積み重ねが、中期目標期間終了時における法人の自主的な組織や業務

全般の見直しの基礎になることに留意する。 

第２ 評価方法 

１ 年度評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

２ 「項目別評価」は、当該年度の年度計画に定めた事項ごとにその実施状況を確認

することにより、各年度における中期計画の各事項の進捗状況を確認する。 

３ 「全体評価」では、項目別評価の結果等を踏まえつつ、中期計画の進捗状況全体

について総合的に評価する。 

第３ 項目別評価の具体的方法 

項目別評価は、１法人による自己評価、２評価委員会による小項目評価、３評価委員

会による大項目評価、の手順で行う。 

１ 法人による自己評価 

（１）法人は、年度計画の小項目（内容によっては複数の小項目）ごとの進捗状況に

ついて、次の表のとおり、５段階で自己評価を行い、業務実績報告書を作成する。 

区分 進捗の度合い 判断基準 

Ⅴ 計画を大幅に上回っている 計画を大幅に上回るレベル

Ⅳ 計画を上回っている 計画どおりまたはそれ以上に達成している

Ⅲ 
計画をおおむね順調に実施し

ている

計画より下回ったが、支障や問題とならない

レベル

Ⅱ 計画を下回っている 計画からすれば支障や問題があるレベル

Ⅰ 計画を大幅に下回っている
計画から著しくかけ離れているレベル、又は

未着手
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（２）業務実績報告書には、自己評価のほか、自己評価の判断理由（実施状況等）を

記載する。 

（３）業務実績報告書には、特記事項として、特色ある取り組み、法人運営を円滑に

進めるための工夫、今後の課題などを自由に記載する。 

２ 評価委員会による小項目評価 

（１）評価委員会において、法人の自己評価及び目標設定の妥当性などを総合的に検

証し、年度計画の小項目ごとの進捗状況について、法人の自己評価と同様にⅠ～Ⅴ

の５段階による評価を行う。 

（２）評価委員会による評価と法人の自己評価が異なる場合は、評価委員会が評価の

判断理由等を示す。 

（３）その他、必要に応じて、特筆すべき点や遅れている点についてコメントを付す。 

３ 評価委員会による大項目評価 

（１）評価委員会において、小項目評価の結果、各重点項目の達成状況並びに特記事

項の記載内容等を考慮し、大項目ごとに中期目標・中期計画の達成に向けた業務の

進捗状況について、次の５段階による評価を行う。

Ｓ：中期目標・中期計画の実現に向けて特筆すべき進捗状況にある

（評価委員会が特に認める場合）

Ａ：中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる

（すべての小項目評価がⅢ～Ⅴ）

Ｂ：中期目標・中期計画の実現に向けておおむね計画どおり進んでいる

（小項目のⅢ～Ⅴの評価がおおむね９割以上）

Ｃ：中期目標・中期計画の実現のためにはやや遅れている

（小項目のⅢ～Ⅴの評価がおおむね９割未満）

Ｄ：中期目標・中期計画の実現のためには重大な改善すべき事項がある

（評価委員会が特に認める場合）

なお、小項目評価結果の割合を算定するにあたっては、ウエイトを考慮した小項

目数によるものとする。

第４ 全体評価の具体的方法 

 １ 評価委員会において、項目別評価の結果を踏まえ、年度計画及び中期計画の全体

的な進捗状況について、記述式による評価を行う。 

２ 全体評価においては、法人化を契機とした病院改革の取り組み（法人運営におけ

る自律性・機動性の発揮、財務内容の改善など）を積極的に評価することとする。 

第５ 年度評価の具体的な進め方とスケジュール 

１ 法人において、業務実績報告書を作成し、評価委員会に提出する。【６月末まで】 

２ 評価委員会において、法人からのヒアリング等により業務実績報告書の調査・分

析を行い、年度評価の作業を行う。【７～８月】 

３ 評価委員会における審議を通じて評価（案）をとりまとめる。【７～８月】 

４ 評価（案）について法人に意見申し立て機会を付与する。【８月中～下旬】 
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５ 評価委員会において評価を決定して、法人に通知し、町長に報告するとともに公

表する。【８月下旬】 

第６ その他 

１ 法人において作成する業務実績報告書の様式は、別紙のとおりとする。 

２ 本実施要領については、年度評価の実施結果等を踏まえ、不断に見直し、改善を

図るものとする。
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地方独立行政法人芦屋中央病院 平成 28年度年度計画 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 １ 医療サービス 

（１）地域医療の維持及び向上 

町内唯一の入院機能を有する医療機関として、地域住民の幅広い医療ニーズに

対応するため、現在の一般病床と療養病床を堅持しつつ、地域医療における中心

的な役割を果たす。 

専門性が高く当院の強みである領域については、高度な医療を提供し地域完結

の医療を行う。消化器科は内視鏡による早期ガンの発見及び治療、平成 27年度か

ら常勤医師となった整形外科はスポーツ外来、人工関節や鏡視下の手術等を積極

的に行い、早期リハビリによる医療を提供する。 

芦屋町やその周辺地域では高齢化が進んでいるが、高齢者は複数の疾患を抱え

る傾向が強いことから、現在保有している診療科については、今後も常勤医師及

び非常勤医師の活用を含め維持していく。 

現在休診している耳鼻咽喉科の診療再開と新築移転後の病院での皮膚科の新設

に向け、医師確保に努める。 

増加するがん患者に対する診療の幅の拡大及びがん治療など終末期医療のニー

ズの多様化に対応して、高度急性期医療との機能分化を図り、当院は高度急性期

治療後の患者の治療を担う。 

また、新築移転後の病院での外来化学療法の充実や緩和ケア機能の整備にむけ

た情報収集や人材育成を行う。 

（２）在宅医療及び介護までの総合的なサービスの提供 【重点項目】

超高齢化社会の到来に向けて国が示している地域包括ケアシステムの中で、地

域医療における分野については、地域ケア会議の参加や、地域医療連携及び介護

サービスに関わる各関係機関に対し、訪問や情報提供を行い連携の深化に積極的

に努める。 

医療と連携した総合的かつ質の高い医療管理が可能な訪問看護・訪問リハビリ

テーション・居宅介護支援事業所の事業を継続して行うとともに、通所リハビリ

テーションを開始し、在宅支援サービスの充実を図る。 

また、体制強化のため職員を計画的に増員する。 

① 訪問看護ステーション 

医療が必要な高齢者が、住み慣れた地域社会や自宅で療養できるよう、主治

医の指示のもと２４時間体制で看護ケアを提供する。 

② 訪問リハビリテーション 
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通院が困難な利用者に対し、医師の指示に基づいて、自宅に理学療法士や作

業療法士が訪問してリハビリテーションを行い、日常生活の自立を支援する。 

③ 居宅介護支援事業所 

介護保険を利用する介護の必要な方や家族の要望を尊重し、心身の状態や家

族の状況を考慮した上で、利用者の状態に合った適切なサービスが利用できる

よう効果的な支援を行う。 

④ 通所リハビリテーション 

病院が利用者の送迎を行い、医師の指示と計画にしたがって、心身機能の維

持回復、日常生活の自立などを目的に必要なリハビリテーションを提供する。 

指 標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

訪問看護利用者数 551人 605人

訪問看護利用回数 2,652回 2,905回

訪問看護ステーション看護師数 3人 3人

訪問リハビリ利用件数 1,091件 1,050件

居宅介護支援事業所利用者数 1,103人 1,475人

居宅介護支援事業所職員数 3人 4人

通所リハビリ利用件数 － 2,430件

（３）地域医療連携の推進 【重点項目】

近隣の大学病院等の基幹病院との連携を図り、高度急性期医療を終えた地域の

患者をスムーズに受け入れ、後方支援病院としての役割を果たす。 

地域医療の窓口として、地域の診療所や福祉介護施設等と連携を密にして、外

来診療、入院及び退院調整・支援に至るまで切れ目のない医療連携体制を構築し、

紹介患者のスムーズな受け入れを行う。 

指 標 平成 25年度実績 平成 28年度計画

入
院

紹介率 36.3％ 38％

基幹病院からの受入件数 149件 200件

上記以外の医療機関からの受入件数 259件 270件

介護施設からの受け入れ件数 100 件 110件

地域医療連携会参加回数 7 回 7回

地域医療連携会参加人数 14 人 14人
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（４）救急医療への取組 

地域住民への救急医療に対応するため、救急告示病院としての役割を果たし地

域の救急医療に貢献する。また、救急隊と連携し、スムーズな救急患者の受け入

れ体制の構築に努めるが、当院で対応が困難な状態の患者については、近隣の高

次救急病院との連携を密にし、迅速かつ適切な対応を行う。 

（５）災害時等における医療協力 

災害や公衆衛生上重大な健康被害が発生又は発生しようとしている場合には、

町や地域の災害拠点病院、医師会等と連携して迅速かつ適切に対応するとともに、

自らの判断で医療救護活動を行う。 

また、院内においても備蓄物品の確保をする等、災害に備える。 

（６）予防医療への取組 

地域住民の健康維持・増進を図るため、町と連携・協力して、特定健診、胃が

ん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・乳がん検診及び骨密度検査を提供する。胃

カメラ検診については平成 27年度に増やした健診日を維持し、胃がん検診の受診

者増を図る。乳がん検診については乳房撮影装置（マンモグラフィー）を更新し、

精密な画像による質の高い検診を提供する。 

また、職員健診、企業健診、協会けんぽの健診等を積極的に行うとともに、予

防接種等を継続し、予防医療に取り組む。 

指 標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

特定健診件数 599件 650件

胃がん検診件数 453件 490件

大腸がん検診件数 550件 605件

肺がん検診件数 768件 840件

前立腺がん検診件数 185件 200件

乳がん検診件数 310件 340件

骨密度検査件数 124件 135件

（７）地域包括ケアの推進 

地域ケア会議など地域包括支援センターとの連携を図るとともに、地域におい

て高齢者を支援するため、町内唯一の入院施設を有する病院として、医療及び介

護サービスにおいて切れ目のない一体的な取り組みを行う。 

また、高齢者の健康推進事業である「いきいき筋力アップ教室」など町と協働

して介護予防事業にも取り組む。 
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２ 医療の質の向上 

（１） 医療従事者の確保 【重点項目】 

① 医師 

大学医局との密な連携を図るとともに、診療以外の業務負担を軽減するため、

医師事務作業補助体制の導入等、診療に集中できる職場環境を整備するよう努め

る。 

現在、非常勤医師による診療が行われている呼吸器科・循環器科・糖尿病（内

科）・眼科、休診している耳鼻咽喉科については、常勤医師の確保のため、大学

病院等に積極的な働きかけを続ける。 

② 看護職員及びコメディカル職員 

患者やその家族に信頼される医療サービスを提供するため、教育体制の充実に

よるスキル向上に努める。 

病院経営に関わる資格を有する職員の処遇改善や資格取得費用の助成によっ

て、モチベーションを高める体制を整備する。 

また、職員採用やＳＰＤの導入による業務の見直し等、働きやすい職場環境を

整備することによって、優秀な人材の流出を防止する。 

指 標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

常勤医師数 12人 13人

看護師数 59人 66人

人
認定看護師数 0 人 0人

（２）医療安全対策の徹底 

医療安全に関する情報の収集や分析を行い、院内の指針に基づいて医療安全対

策の徹底に努める。 

① 医療安全管理の充実 

医療安全管理委員会を毎月定期的に開催し、医療事故及びヒヤリハット事例

の収集・分析を行い、発生原因・再発防止策を検討し、職員に周知徹底する。 

院内での研修会・報告会、外部講師を招聘しての講習会等を計画的に実施す

る。また、外部の研修会等にも積極的に参加することを通じて、安全意識と知

識の向上を図る。 

② 院内感染防止対策の充実 

感染制御委員会及び感染対策チームを中心とし、マニュアルの整備等院内感

染対策を確立する。 

院内研修会や外部講師を招聘した講習会等を計画的に実施する。また、外部

の学会や研修会等への参加により情報収集を行い、職員に周知徹底する。 
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感染制御委員会による院内ラウンド及び外部団体（KRICT：北九州地域感染制

御チーム）によるラウンドを適宜実施し、院内感染の予防に努める。 

指 標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

院内医療安全研修会開催回数 2回 2回

院内医療安全研修会参加人数 121人 130 人

院外研修参加回数 4回 4回

院外研修参加人数 5人 8人

院内感染研修会開催回数 2回 2回

院内感染研修会参加人数 119人 130 人

院外研修開催回数 4回 4回

院外研修参加人数 16人 16人

ラウンド回数 1回 12回

（３）計画的な医療機器の整備 

老朽化した医療機器は計画的に整備・更新し、診療に有効な医療機器を適宜導

入することにより、医師をはじめとする医療従事者のモチベーションを高めると

ともに、提供する医療の質の維持・向上を図る。 

 （４）第三者評価機関による評価 

良質な医療を均質なレベルで提供する体制作りを目指し、国際規格 ISO9001 を

平成 29年度中に認証取得するための準備を行う。 

 ３ 患者サービスの向上 

（１）患者中心の医療の提供 

患者やその家族が治療内容を十分に理解し、納得した上で治療方法を選択でき

るように、事前説明を徹底する。 

当院及び他の医療機関の患者やその家族から、病状や治療方法について、その

主治医以外の医師の助言等を求められた場合に適切に対応できる相談支援体制を

強化する。 

医師をはじめとする専門的な知識・技術を有する複数の医療従事者が、診療科

や職種を超えて患者情報を共有し、連携・協働して患者中心の医療を推進するた

め、褥瘡チーム、栄養サポートチーム、感染症対策チーム、医療安全管理チーム

などチーム医療の推進に努める。 
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（２）快適性の向上 

患者やその家族などの病院利用者がより快適に過ごせるよう、病室、待合スペ

ースなどの院内環境の整備を行い、必要に応じて改善策を講じる。 

外来の診療待ち時間短縮のため、平成 29年度稼動に向け電子カルテシステムを

導入し、ＩＴ化を進める。また、患者満足度調査を実施し、患者ニーズを把握す

る。 

（３）相談窓口の充実 

患者相談窓口に社会福祉士を配置し、患者やその家族からの疾病や治療に関す

る相談をはじめ、医療費の負担等の生活上の問題、退院後の療養や介護支援など

各種相談に適切に対応する。 

指  標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

相談件数 1,396件 3,000件

相談窓口人員数 4人 5人

（４）職員の接遇向上 

全職員対象や職種に即した接遇研修を実施し、接遇の向上に努める。 

指  標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

院内接遇研修開催回数 － 2 回

院内接遇研修参加人数 － 80人

（５）地域住民への医療情報の提供 

町が主催する健康講座や公民館講座、あしや塾等に講師を派遣する。自治区や

各種団体の公開講座等の要請に応える。また、広報誌の発行やホームページ等に

より医療情報を発信し、地域住民への普及啓発活動を行う。 

４ 法令遵守と情報公開 

院内規程を定め医療倫理及び行動規範を確立するよう努める。 

診療録等の個人情報については、個人情報保護法に基づき、適正な情報取得を行い、

個人の権利利益が侵害されることがないよう保護管理するとともに、患者及びその家

族等への情報開示請求に対して適切に対応する。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 法人運営管理体制の確立 

法人の運営については、理事会等法人組織の体制を整備する。 

また、法人の諸規程を整備し、権限委譲と責任の所在を明確化した効率的かつ効果

的な運営管理体制を確立する。 

計画の着実な達成に向けて、毎月の収支報告及び各診療科・部門の月報を収集・分

析を行い、計画の進捗状況を把握し、対策を講じる等、継続的な改善への取組みを行

う業務運営を実施する。 

また、部門ごとに目標を設定し、部門長を中心にその達成に向けて取り組む。 

２ 業務運営の改善と効率化 

（１）人事考課制度の導入に向けた取組 

職員に求められる能力・役割を明確にし、その行動評価を具体的、客観的に行

うとともに、育成面談の実施、自己の振り返りの機会を設ける等、期待する人材

を育てることを目的とした人事考課制度の構築に向け、人事評価を試行する。 

法人運営のへの参画意識の醸成を図るため、法人の業績と連動する賞与制度、

個人の努力や成果が処遇及び研修機会の付与等の非金銭的報酬に反映される等の

職員のモチベーションを高めることができる制度構築を目指し、引き続き検討す

る。 

（２）予算の弾力化 

予算科目や年度にとらわれず医療現場の特性に応じて、弾力的に運用できる会

計制度を整備・活用し、医療環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。 

また、契約においては、複数年契約や複合契約などの多様な契約手法を用いる

ことにより、効率的かつ効果的な事業運営に努める。 

（３）適切かつ弾力的な人員配置 

地方独立行政法人化のメリットの一つである柔軟な人事管理制度を活用して、

医師をはじめとする職員を適切かつ弾力的に配置する。 

医療従事者の確保については、随時採用の実施や必要に応じて常勤以外の多様

な雇用形態を取り入れる。また、適材適所による人材の有効活用を図ることによ

り、効果的な医療の提供及び効率的な業務運営に努める。 

事務部門の職員については専門性の高い法人職員の採用、中長期的な育成や研

修制度の充実により、病院特有の事務に精通した職員を確保・育成し、職務能力

の向上を図るとともに運営管理体制を強化する。 
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（４）研修制度の推進 

医療職員の専門性の向上に向けた研修については、指導的立場にある職員による院

内研修会や各種団体が主催する専門性の高い学会などへの参加、院内へ専門の講師を

招聘することで充実を図るなど、職務、職責に応じた実効性のある研修を実施する。 

また、資格取得のための外部研修の旅費や講習費の支給等を行う支援制度を整備す

る。

第３ 財政内容の改善に関する事項 

１ 持続可能な経営基盤の確立 

（１）健全な経営の維持 

政策的医療に係る経費以外の経常的な事業経費については、法人の事業経営に

伴う収入をもって充て、かつ資金が一定の水準に維持されるように健全経営を維

持し継続する。 

また、繰出基準に基づいた運営費負担金を町から繰入れる。 

（２）収入の確保 

診療報酬改定への適切な対応と、地域の医療機関との連携を密にし、スムーズ

な患者の受け入れ体制を確立することで、患者数の増加に努める。 

さらに、地域の在宅療養支援診療所との連携の強化、２４時間体制での訪問看

護の実施、利用者及び利用者家族との密な連携により、入院から在宅復帰への支

援、在宅からスムーズな入院への道筋を確立することで利用者の増加に努める。 

引き続き請求漏れや査定減を防止するとともに、未収金発生の防止や未収金が

発生した場合の原因分析の徹底と対策、未収金回収の強化に取り組む。 

また、健診・がん検診や文書料等の診療報酬外の収入については、適切な料金

設定を行い、収入の増加を図る。 

（３）支出の節減 

医薬品及び診療材料等については、調達にかかる費用削減のため徹底した価格

交渉の実施、ジェネリック医薬品の使用拡大等を図る。 

医療機器の購入や委託契約等については、購入費用とランニングコストとの総

合的評価の導入、業務内容の見直し、複数年契約の導入等により、費用の削減を

図る。 
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指  標 平成 25年度実績 平成 28年度計画 

入

院

一
般
病
床

１日平均入院患者数 73.4 人 83.5 人

新規入院患者数 1,256人 1,560 人

病床利用率 75.7％ 86.1％

平均入院単価 27,903円 31,503 円

平均在院日数 21日 20日

療
養
病
床

平均入院患者数 24人 25.2 人

病床利用率 60.0％ 63.0％

平均入院単価 15,471円 16,226 円

外

来

1 日平均外来患者数 252.6人 259.9 人

外来診療単価 12,498円   12,931 円

医業収支比率  ※1 97.8％ 98.6％

経常収支比率  ※2 100.8％ 100.9％

職員給与費比率 ※3 43.7％ 46.0％

材料費比率   ※4 26.6％ 28.7％

 ※1 医業収支比率＝医業収益／医業費用×100 

   ※2 経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）×100 

   ※3 職員給与費比率＝給与費（一般管理費分含む）／医業収益×100 

   ※4 材料費比率＝材料費（医薬品・診療材料等）／医業収益×100 
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第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（平成 28年度） 

      （単位：千円） 

区 分 金 額 

収 入 

営業収益 2,408,345

医業収益 2,218,906

運営費負担金等収益 189,438

営業外収益 9,450

運営費負担金収益 3,443

その他営業外収益 6,007

資本収入 1,225,100

長期借入金 672,400

その他資本収入 552,700

その他の収入 0

計 3,642,894

支 出 

営業費用 2,308,813

医業費用 2,214,111

給与費 964,209

材料費 686,026

経費 563,876

一般管理費 94,702

給与費 67,582

経費 27,120

営業外費用 5,056

資本支出 1,449,276

建設改良費 1,382,602

償還金 64,875

その他資本支出 1,800

その他の支出 0

計 3,763,145

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

  （注）期間中の診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

【人件費の見積り】 

当該金額は、法人の役職員（正規職員）に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及

び退職手当の額に相当するものである。 

【運営費負担金の繰出基準等】 
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運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じ

た考え方により算出する。建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費

負担金等については、経常費助成のための運営費負担金とする。 

２ 収支計画（平成 28年度） 

（単位：千円） 

区 分 金 額 

収益の部 2,441,982

営業収益 2,432,754

医業収益 2,213,905

運営費負担金等収益 189,438

資産見返負債等戻入 29,411

営業外収益 9,228

運営費負担金収益 3,443

その他営業外収益 5,785

臨時利益 0

費用の部 2,421,740

営業費用 2,340,030

医業費用 2,246,279

給与費 950,596

材料費 635,209

経費 540,331

減価償却費 120,143

その他医業費用 0

一般管理費 93,751

営業外費用 80,710

臨時損失 1,000

純利益 20,243

目的積立金取崩額 －

総利益 20,243

   （注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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３  資金計画（平成 28年度） 

（単位：千円） 

区 分 金 額 

資金収入 6,758,457

業務活動による収入 2,417,794

診療業務による収入 2,218,906

運営費負担金等による収入 192,882

その他の業務活動による収入 6,007

投資活動による収入 0

財務活動による収入 1,225,100

長期借入れによる収入 672,400

その他の財務活動による収入 552,700

前事業年度からの繰越金 3,115,563

資金支出 3,763,145

業務活動による支出 2,313,868

給与費支出 1,031,790

材料費支出 686,026

その他の業務活動による支出 596,052

投資活動による支出 1,384,402

有形固定資産の取得による支出 1,382,602

その他の投資活動による支出 1,800

財務活動による支出 64,875

移行前地方債償還債務の償還及び長期借入金

の返済による支出 
64,875

その他の財務活動による支出 0

次期中期目標の期間への繰越金 2,995,312

   （注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

300百万円 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

（１）業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応 

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産が

ある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

第８  剰余金の使途 

計画期間中の毎事業年度の決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備・

改修、医療機器の購入、長期借入金の償還、教育・研修体制の充実、組織運営の向

上策等に充てる。 

第９  その他 

１ 施設及び設備に関する計画（平成 28 年度） 

                                    （単位：千円） 

施設及び設備の内容 予 定 額 

病院施設・設備の整備 960,938

医療機器等の整備・更新 421,664

２  法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関

する計画 

  なし 
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３  その他の法人の業務運営に関し必要な事項 

  （１）新築移転に向けた取組  

平成３０年３月の開院を目指し、実施設計に基づき病院建設を始める。また、住民

説明会を行う等、新病院に関する情報を提供する。 

（２）施設の維持 

昭和５１年１０月に開院した当院建物は、耐用年数を過ぎた設備が多く、老朽化が

進んでいる。地域住民に安全で安心な医療を提供するため、必要な整備を把握して計

画的に改修等を実施し、新築移転するまでの安全な施設維持を行う。 

  （３）国民健康保険診療施設の役割 

国民健康保険診療施設としての役割を引き継ぎ、国民健康保険被保険者に医療を提

供し、かつ健康の維持及び増進に寄与する。 

国民健康保険被保険者に対し、医療の提供はもとより、特定健診及びがん検診等を

実施し、予防医療に努める。 

また、医療相談窓口や当院が保有する訪問看護ステーション、訪問リハビリテーシ

ョン、居宅介護支援事業所の充実を図るとともに、通所リハビリテーションを開始し、

地域医療の中心となるべく国民健康保険診療施設としての役割を果たす。 



■ アンケート実施期間 平成２８年１０月２４日（月）～平成２８年１０月２８日（金）

■ アンケート配付数 ４９３部

■ アンケート回収数 ４９１部

■ アンケート回収率 ９９．５９％

平成28年度患者満足度調査結果（外来）

地方独立行政法人 芦屋中央病院

参考資料５－１



1 受診した診療科をお選びください。（複数回答可）
（単位：人）

外科 整形外科 泌尿器科 消化器科 内科 腎内科 呼吸器科 循環器科 糖尿病 肝臓病 神経内科 透析 小児科 眼科 ﾘﾊﾋﾞﾘ 無回答

77 156 83 104 134 26 18 69 30 7 5 28 4 37 48 6

2 当院への通院（受診）状況をお選びください。
（単位：人）

定期的 初めて 久しぶり 無回答

414 18 47 12

外科

9%

整形外科

19%

泌尿器科

10%

消化器科

13%

内科

16%
腎内科

3%

呼吸器科

2%

循環器科

8%

糖尿病

4%

肝臓病

1%

神経内科

1%

透析

3%
小児科

0%
眼科

4%
ﾘﾊﾋﾞﾘ

6%
無回答
1%

定期的

84%

初めて

4%

久しぶり

10%

無回答
2%

1



3 性別をお選びください。 4 年齢をお選びください。
（単位：人） （単位：人）

男性 女性 無回答 19歳以下 20～39歳 40～54歳 55～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 無回答

237 246 8 9 8 32 81 142 157 56 6

5 お住まいをお選びください。 6 本日はどのような方法で来院されましたか。
（単位：人） （単位：人）

芦屋町 岡垣町 遠賀町 水巻町 若松区 八幡西区 その他 無回答 徒歩 ﾊﾞｽ ﾀｸｼｰ 介護ﾀｸｼｰ 自家用車
自転車ﾊﾞ
ｲｸ

家族の車
等

無回答

325 24 30 33 42 15 16 6 46 34 27 10 296 23 48 9

男性
48%

女性
50%

無回答
2%

19歳以下
2%

20～39歳
2%

40～54歳
7%

55～64歳
16%

65～74歳
29%

75～84歳
32%

85歳以上
11%

無回答

1%
年齢

芦屋町

66%
岡垣町

5%

遠賀町

6%

水巻町

7%

若松区

9%

八幡西区

3%

その他

3%
無回答
1%

徒歩

9%
ﾊﾞｽ

7% ﾀｸｼｰ

5%
介護ﾀｸｼｰ

2%
自家用車

60%

自転車ﾊﾞｲｸ

5%

家族の車等

10%

無回答
2%

2



　 設問７については、下記の採点表を用い、0（大変長い）から10（大変短い）の間で、

7 待ち時間についてお尋ねします。

①　受付から診察までの待ち時間 （単位：人）

10点 9点 8.5点 8点 7点 6.5点 6点 5点 4.5点 4点 3点 2.5点 2点 1.5点 1点 0.5点 0点 無回答

14 12 1 24 13 1 15 217 2 42 49 3 28 2 18 3 32 15

②　検査の待ち時間 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8点 7.5点 7点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3点 2.5点 2点 1.5点 1点 0点 無回答

7 1 14 10 2 19 11 1 214 2 32 32 2 24 1 10 11 98

③　会計の待ち時間 （単位：人）

10点 9点 8点 7.5点 7点 6.5点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3.5点 3点 2.5点 2点 1.5点 1点 0.5点 0点 無回答

9 4 8 2 8 1 15 1 172 2 39 1 51 5 42 3 21 3 53 51

④　薬交付までの待ち時間 （単位：人）

10点 9点 8点 7点 6点 5.5点 5点 4点 3点 2.5点 2点 1.5点 1点 0.5点 0点 無回答

4 2 8 10 8 1 173 54 46 2 27 2 14 2 48 90

診察まで 検査 会計 薬

4.46 4.76 3.79 3.84

当院に当てはまる箇所に○を入れてもらった。

平均点

4.46 

4.76 

3.79 

3.84 

診察ま

で

検査

会計

薬

大変短い

10 5 0

大変長い普通

3



　 設問８については、下記の採点表を用い、0（大変悪い）から10（大変良い）の間で、

8 外来の環境についてお尋ねします。

①冷暖房 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7.5点 7点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

38 1 8 1 12 2 11 9 2 346 2 3 5 1 50

②照明 （単位：人）

10点 9点 8.5点 8点 7.5点 7点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3.5点 3点 2.5点 2点 1点 0点 無回答

30 5 1 9 1 8 11 2 288 1 27 1 17 2 9 2 2 75

③プライバシーに対する配慮 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7.5点 7点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3点 2点 1.5点 1点 0点 無回答

36 2 6 2 21 1 16 13 3 286 2 12 10 2 1 1 4 69

④清掃 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7点 6.5点 6点 5.5点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

77 4 20 3 34 29 2 27 2 213 10 10 3 2 55

⑤におい （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7.5点 7点 6点 5.5点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

86 6 31 3 31 1 20 15 1 214 12 10 4 2 55

⑥音 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7点 6.5点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

77 5 18 2 27 20 1 12 2 237 1 10 7 3 1 1 67

⑦トイレは清潔でしたか。 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8.5点 8点 7点 6.5点 6点 5.5点 5点 4.5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

77 5 22 4 42 29 2 23 1 204 1 16 10 3 1 51

当院に当てはまる箇所に○を入れてもらった。

大変良い

10 5 0

大変悪い普通

4



冷暖房 照明 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ 清掃 におい 音 トイレ

5.65 5.28 5.61 6.46 6.58 6.37 6.52

9 当院職員の接遇についてお尋ねします。（接していない場合は記入不要です）

①あいさつ
職種 医師 看護師 看護補助 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.27 7.27 6.75 6.78 7.21 7.37 7.27 6.73 7.25
有効回答数 443 452 346 356 311 192 211 103 427

環境の平均点

5.65 

5.28 

5.61 

6.46 

6.58 

6.37 

6.52 

冷暖房

照明

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

清掃

におい

音

トイレ

7.27 

7.27 

6.75 

6.78 

7.21 

7.37 

7.27 

6.73 

7.25 

医師

看護師

看護補助

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

5



②言葉使い
職種 医師 看護師 看護補助 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.19 7.24 6.78 6.84 7.28 7.24 6.96 6.81 7.20
有効回答数 443 443 343 354 310 190 208 101 416

③表情や声のトーン
職種 医師 看護師 看護補助 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 6.84 7.00 6.63 6.79 7.16 7.21 6.82 6.71 7.09
有効回答数 438 439 342 351 303 192 205 101 417

7.19 

7.24 

6.78 

6.84 

7.28 

7.24 

6.96 

6.81 

7.20 

医師

看護師

看護補助

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

6.84 

7.00 

6.63 

6.79 

7.16 

7.21 

6.82 

6.71 

7.09 

医師

看護師

看護補助

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

6



④身だしなみ
職種 医師 看護師 看護補助 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 6.95 7.11 6.77 6.82 7.12 7.08 6.81 6.93 7.11
有効回答数 439 442 342 351 302 190 206 102 416

①～④の総合評価
職種 医師 看護師 看護補助 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.06 7.15 6.74 6.81 7.19 7.22 6.97 6.80 7.16

6.95 

7.11 

6.77 

6.82 

7.12 

7.08 

6.81 

6.93 

7.11 

医師

看護師

看護補助

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

7.06 

7.15 

6.74 

6.81 

7.19 

7.22 

6.97 

6.80 

7.16 

医師

看護師

看護補助

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

7



10 当院には、医療相談担当職員がいることをご存知ですか。 11 当院のホームページを見たことがありますか。
（単位：人） （単位：人）

知っている 知らない 無回答 見た 見てない 無回答

108 317 66 83 343 65

12 　当院の広報紙（かけはし）を見たことがありますか。
（単位：人）

見た 見てない 無回答

142 280 69

知っている
22%

知らない
65%

無回答

13%

見た
17%

見てない
70%

無回答

13%

見た
29%

見てない
57%

無回答

14%

8



13 あなたは、全体としてこの病院に満足していますか。 （単位：人）

10点 9.5点 9点 8点 7.5点 7点 6.5点 6点 5.5点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

56 1 23 42 6 42 1 30 1 192 12 10 7 1 4 63

平均点 6.30

9



■ アンケート実施期間 平成２８年１０月２４日（月）～平成２８年１１月１８日（金）

■ アンケート配付数 ７４部

■ アンケート回収数 ５７部

■ アンケート回収率 ７７．０３％

平成28年度患者満足度調査結果（入院）

地方独立行政法人 芦屋中央病院

参考資料５－２



H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

1 入院した診療科をお選びください。 2 当院での入院状況をお選びください。
(単位：人） (単位：人）

外科 整形外科 泌尿器科 消化器科 内科 無回答 初めて 2回目 3回目以上 無回答

11 23 3 8 9 3 25 10 18 4

3 入院病棟をお選びください。 4 入院期間をお選びください。
(単位：人） (単位：人）

2病棟 3病棟 4病棟 無回答 3日以内 4日～14日 14日～1月 1ヶ月以上 無回答

34 17 4 2 7 22 8 11 9

外科
19%

整形外科
41%

泌尿器科
5%

消化器科
14%

内科
16%

無回答
5%

2病棟
60%

3病棟
30%

4病棟
7%

無回答
3%

初めて
44%

2回目
17%

3回目以上
32%

無回答
7%

3日以内
12%

4日～14日
39%

14日～1月
14%

1ヶ月以上
19%

無回答

16%

1



H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

5 性別をお選びください。 6 年齢をお選びください。
(単位：人） (単位：人）

男性 女性 無回答 19歳以下 20～39歳 40～54歳 55～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 無回答

29 25 3 1 3 2 5 20 18 6 2

7 お住まいをお選びください。
(単位：人）

芦屋町 岡垣町 遠賀町 水巻町 若松区 八幡西区 その他 無回答

25 3 4 3 13 4 3 2

男性
51%女性

44%

無回答

5%

芦屋町
44%

岡垣町
5%

遠賀町
7%水巻町

5%

若松区
23%

八幡西区
7%

その他
5%

無回答
4%

19歳以下
2%

20～39歳
5%

40～54歳
3%

55～64歳
9%

65～74歳
35%

75～84歳
32%

85歳以上
11%

無回答
3%

2



H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

　 設問8～12については、下記の採点表を用い、0（大変悪い）から10（大変良い）の間で、

8
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

27 6 4 7 1 4 2 0 1 2 1 2

平均点 8.05

9 主治医は、病状や治療に対してわかりやすく説明しましたか。
10点 9点 8点 7.5点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

26 5 7 1 6 0 5 2 0 0 2 1 2

平均点 8.10

10 看護師は、あなたの訴えや話をよく聞いてくれましたか。
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

27 7 8 5 2 6 1 0 0 0 0 1

平均点 8.54

当院に当てはまる箇所に○を入れてもらった。

あなたの主治医は、あなたの症状に関する訴えや話をよく聞いてくれましたか。 （単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

10 5 0

大変良い 普通 大変悪い

3



H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）11 入院病棟の環境についてお尋ねします。

①冷暖房 （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

5 4 8 1 3 20 3 1 1 11

②照明 （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

4 4 9 1 2 20 2 3 2 10

③プライバシーに対する配慮 （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

9 2 9 3 3 20 1 10

④清掃 （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

15 7 9 4 1 12 9

⑤におい （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

17 7 3 1 5 14 1 9

⑥音 （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

10 4 3 7 2 16 1 4 1 9

⑦トイレは清潔でしたか （単位：人）
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

12 9 5 3 2 15 1 10

冷暖房 照明 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ 清掃 におい 音 トイレ

6.30 6.04 6.85 7.90 7.63 6.60 7.51

平均点

6.30 

6.04 

6.85 

7.90 

7.63 

6.60 

7.51 

冷暖房

照明

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

清掃

におい

音

トイレ

4



H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

12 当院職員の接遇についてお尋ねします。（接していない場合は記入不要です）

①　あいさつ

職種 医師 看護師 補助看 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.70 8.28 7.91 6.94 8.02 8.00 7.41 7.30 7.45
有効回答数 56 57 47 34 48 35 29 20 47

②　言葉使い
職種 医師 看護師 補助看 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.96 8.32 7.77 7.00 8.19 7.97 7.59 7.40 7.60
有効回答数 55 57 47 34 48 35 29 20 47

7.70 

8.28 

7.91 

6.94 

8.02 

8.00 

7.41 

7.30 

7.45 

医師

看護師

補助看

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

7.96 

8.32 

7.77 

7.00 

8.19 

7.97 

7.59 

7.40 

7.60 

医師

看護師

補助看

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付
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H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

③　表情や声のトーン

職種 医師 看護師 補助看 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.67 8.12 7.72 6.79 7.83 7.89 7.41 7.30 7.70
有効回答数 55 57 47 34 48 35 29 20 46

④　身だしなみ

職種 医師 看護師 補助看 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 8.04 8.42 7.74 7.09 8.10 8.00 7.69 7.50 7.89
有効回答数 54 56 46 33 48 35 29 20 45

7.67 

8.12 

7.72 

6.79 

7.83 

7.89 

7.41 

7.30 

7.70 

医師

看護師

補助看

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付

8.04 

8.42 

7.74 

7.09 

8.10 

8.00 

7.69 

7.50 

7.89 

医師

看護師

補助看

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付
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H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

①～④の総合評価
職種 医師 看護師 補助看 薬剤師 放射線 リハビリ 検査技師 栄養士 受付
平均点 7.84 8.29 7.79 6.96 8.04 7.96 7.53 7.38 7.66

7.84 

8.29 

7.79 

6.96 

8.04 

7.96 

7.53 

7.38 

7.66 

医師

看護師

補助看

薬剤師

放射線

リハビリ

検査技師

栄養士

受付
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H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

13 当院には、医療相談担当職員がいることをご存知ですか。 14 当院のホームページを見たことがありますか。
（単位：人） （単位：人）

知っている 知らない 無回答 ある ない 無回答

18 38 1 8 47 2

15 当院の広報紙（かけはし）を見たことがありますか。
（単位：人）

ある ない 無回答

17 37 3

知っている
31%

知らない
67%

無回答
2%

ある
14%

ない
82%

無回答
4%

ある
30%

ない
65%

無回答
5%
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H28ｱﾝｹｰﾄ結果（入院）

16 あなたは、全体としてこの病院に満足していますか。

10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 0点 無回答

14 3 12 6 3 17 0 1 1 0 0 0

平均点 7.25

（単位：人）
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